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PwC京都監査法人の基本理念

「信頼の絆」

私たちの仕事は、皆さまからの信頼をいただいて成り立って
います。信頼は期待につながるものであり、私たちの監査報
告書やその他の全ての報告書や日常の仕事について安心いた
だけることが期待に応えることと考えています。信頼は人に
対して感じるものであり、その人の作り出すものに対して与
えられるものです。また信頼の絆は外部とのつながりが強調
されますが、内部においてもとても大切なものです。

「人のために」

仕事は何のためにあるのかと言えば、その意義は、人のため
に役立つことにあります。人のために何ができるのか、とい
う思いや情熱が仕事の原点になります。私たちは、人ととも
に育ち、人とともに歩む法人です。プロフェッショナルと
は、自分のためではなく人のために働く専門家のことを言い
ます。私たちは真の意味で良きプロフェッショナルであり続
けたいと考えています。
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「謙虚に」

期待を受けつつ一生懸命仕事をしていてもまだまだ向上の余
地があり、ミスが生まれるものです。自分たちの仕事に誇り
を持ちながらも、だからこそ改善できる問題がないかを考え
続け、他の方からの指摘も真摯に受け止めていきます。謙虚
な姿勢は向上を呼び、傲慢な姿勢は退潮につながります。私
たちのゴールは最高の仕事ですが、それは毎日の一つ一つの
改善があってこそ可能になるのです。

「チームワーク」

仕事は一人でできるものではありません。いつもチームの仲
間を尊敬し、人を大切にし、丁寧にコミュニケーションをと
ることが、とても大切だと考えています。



4 PwC京都監査法人　監査品質に関する報告書 20214

マネージングパートナーからのメッセージ

私どもが存在する意義
当法人は2007年にみすず監査法人（旧中央青山監査法人）が

自主解散したことに伴い旧京都事務所が母体になり、誕生いた

しました。皆さまにたいへんなご迷惑をおかけしたと同時に、

本当に多くのご支援もいただくことができました。心より感謝

しております。

広く社会からの信頼をいただき、そのため品質を第一に考え

ることは、私どもの出発点であり、存在する意義であると考え

ております。

1955年に宮村久治という公認会計士が京都の地で創業した

事務所は私どもに引き継がれています。宮村が結んだ「信頼の

絆」をしっかりと広め、深めたいと考えています。

2021年も、新型コロナウイルスの感染拡大は継続していま

したが、そうした環境下でも皆さまより監査の実施のために全

面的なサポートをいただき、監査も無事に終了できました。

ウィズコロナの時代にはさらにデジタル化、在宅勤務化が進

み、企業の環境にも大きな変化が出てきています。このような

激動の時代にも私どもは基本に忠実なアプローチで、有益有効

な監査サービスを提供していこうと考えております。

監査の品質とは何か？
私どもの仕事は投資家や社会の皆さまに安心・安全を提供す

ることと考えています。監査の仕事では重要な不正を見逃さな

いことが求められています。

企業の活動が国際的になっていることから、企業の活動範囲の

全て、世界の隅々の子会社や投資先まで含めた企業グループの

全体を見据えての監査品質が求められていると考えています。

また IT技術などの発展を受けて、企業の内部統制についても、

企業側では見つけられない異常点の発見が求められています。

私どもの仕事はさまざまな監査対象の個別企業についてなさ

れます。個々の品質はそうした個別企業についてのものですが、

個別企業の仕事に一つでも不備があると、法人の品質全体が不

備と見なされます。法人の品質は個々の仕事についての不備を

発見する能力であり、常に高品質の監査を継続的に作り出して

いく「質創造力」が求められていると考えます。

監査対象は何か？
企業を人間の身体のように捉え、全体のバランスやつながり

をよく理解して、どこか悪いところがないかどうかを見つけて

いくことが求められています。

財務諸表は過去情報ですが、それを作っていく企業の経営管

監査品質に関する報告書を
出すにあたって

マネージングパートナー

松永  幸廣
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理システムの内部統制や企業を取り巻くビジネスリスク、グロー

バルに展開していく企業の末端までの運営の仕組みを理解し、 

評価し、企業そのものを監査対象として考えています。そこで

企業のリスク評価を行い、リスクに対してリソースを投入して

いき、何らかの異常点を発見していきます。

異常点には大きく分けて2種類あります。一つは企業の大き

なプロセス（内部統制）の異常点、もう一つが会計情報の異常

点です。

大きな異常点は改善されなければ企業が開示を求められる情

報ですが、投資家へのこのような開示の網羅性や適正性を見て

いくことも求められています。

監査に必要なこと
会計監査人は、財務諸表を監査していますが、実質的にはそ

の企業そのものを監査しています。そのため、企業の構造や機

能、リスクをよく理解していることが求められています。監査

の現場力というのは、こうした企業の知見があること、それを

使って異常点を発見する能力のことで、こうした「問題発見

力」を上げていくことが大切です。

それを支えるのは、公正な監査により社会の期待を超えてい

きたいという志とそれを支えるチームワークで、監査は一人で

は行うことのできない共同作業が多いため、コミュニケーショ

ン能力は強く求められます。

異常点の発見力のためには、懐疑心が必要で、素直な感性が

重要になります。懐疑心は自分に向かうときには「謙虚さ」に

つながっていくと考えています。

チームワークは法人内部で必要であるのはもちろんのこと、

海外監査人も含んだ広い範囲のチームメンバーとのコミュニ

ケーションも大切です。

監査品質向上のために
私どもはいつも自分たちの監査の至らない点を発見すること

に努め、発見した弱点は分析し、それを改善するよう努力して

います。問題の真因を見つけること、またそもそものこととし

て、その問題を発見する力を伸ばすことも必要です。

監査法人の品質は、監査チームの中で最低水準のものが法人

全体の品質として捉えられることが多いことから、いかにチー

ム間のばらつきをなくすのかについても継続的にモニターし、

改善の努力を続けております。

本報告書は、こうした私どもの取り組みや活動についてご報

告することを目的にしています。

マネージングパートナーからのメッセージ
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アシュアランスリーダーからのメッセージ

新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方の

ご冥福を、心よりお祈り申し上げます。また罹患された皆さま

の一日も早い快復を、祈念申し上げます。

人のために
私たちPwC京都監査法人は、誰から必要とされる存在なの

でしょうか。私たちは、創業以来、「人のために働くこと」を経

営理念に掲げ、「資本市場の健全な発展に寄与すること」を使

命として、日々業務に取り組んできました。資本市場に参加し

ている人およびそこに関わる全ての人のために、資本市場が安

心で安全な場所となるべく、私たちは監査を通じて安心を提供

し、社会から必要とされる存在でありたいと考えています。

信頼を支える品質
さまざまな人との関わりにおいて「信頼の絆」をベースに存

在している私たちは、「品質」を最優先に置いて、その継続的改

善に取り組んでいます。新型コロナウイルス感染症をきっかけ

としてリモートワークが進み、以前にも増して「絆」の大切さ

が求められ、私たちの監査を取り巻き、支える、テクノロジー

や利害関係者からの期待の内容は、以前とは比べものにならな

いほど、速く、広く変化し続けています。その変化を敏感に感

じ取り、先取りし、革新を続けるべく、PwCネットワークと

緊密に連携しながら、監査品質の継続的な改善活動とそれを支

える人材の育成やテクノロジーのアップスキリングに取り組ん

でいます。PwCネットワークの「社会における信頼を構築し、

重要な課題を解決する」というPurposeを共有し、また、新た

な経営ビジョン �The New Equation� の下で、ガバナンスと人

材・テクノロジーとの連携を図りながら、品質管理をはじめ、

人材開発、IT改革、働き方改革などの取り組みにおいて総合

的・整合的な運営を推進しています。

品質改善の取り組み
私たちの品質改善は、標準からの乖離を「品質不良」と定義

することから始まります。監査計画の遅れ、アサインメントの

不備、被監査会社からの質問に対する回答の遅れ、最新の知識

不足やコミュニケーションエラーによる誤解、手続の不足、監

査調書の不備、期日からの遅れなど、品質不良（異常）を早期

に発見し、根本原因を突き止め、再発防止のためのプロセス改

善と実行を推進することで、継続的な品質改善プロセスを能動

的に機能させ、環境の変化に柔軟に対応できるよう心掛けてい

ます。

毎日の発見
加えて、スタッフ一人ひとりには「毎日一つ、新たな発見を

しよう」と言っています。監査チームのメンバーや被監査会社

との日々のやりとりの中で、相手が気付いていない点を発見

社会から必要とされ、
信頼される法人とは

アシュアランスリーダー

田村  透
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し、それを相手に伝えることで、相手にとっても、また自分に

とっても新たな学びを得ることができます。このプロセスは、

人の話を聞く力、現場を観察する力、全体を把握する力や変化

に対応する力、異常を発見する力などを養い、双方の自然な成

長を促すと考えています。これは、リモート環境下であっても

大切で必要な力であり、離れていながらも何を感じ、どう伝え

るか、挑戦を続けています。また、法人の品質改善の取り組み

としては、監査法人のガバナンス・コードの原則・指針に対応

し、本報告書においてご報告のとおり、継続した運用と実効性

の向上の努力を続けています。

将来に向けた品質の追求
フィンテック、人工知能（AI）、ロボティクス（RPA）、ブロッ

クチェーン、IoT、仮想通貨など、テクノロジー主導の変革が事

業の不確実性を高め、また新型コロナウイルス感染症や自然災

害は、ヒトとモノの動きを変え、社会の在り方や人との関わり

方を根本的に変えつつあります。同時に例えば、仮想通貨の導

入は決済の概念を大きく変え、所有者の特定や評価などの課題

を、AIの利用によるプロセスのブラックボックス化は、その検

証方法に関する課題を発生させ、またキャッシュレス／デジタ

ル社会は利便性を高める一方、セキュリティに関する課題や監

査証拠の真正性についての課題を突き付けています。他方、統

合報告書を通して、いわゆるESG/SDGsの取り組みを含め、

ステークホルダーへの説明内容が充実していく中で、社会から

必要とされる情報を積極的に説明し、「財務情報から非財務情

報へ」という大きな流れと、それを第三者に保証してほしいと

いう新しいニーズも強まる一方です。過去の取引を集約した財

務情報から、サプライチェーンやCO2排出量、環境負荷の測定

結果やサイバー環境のセキュリティなど、現在・将来の取引を

処理する非財務情報やプロセスへと関心は広がっています。こ

うした中、監査人が果たすべき社会的責任とその役割は何か、

将来の監査や保証はどうあるべきか、今後も引き続き追求して

まいります。さらに、監査人からステークホルダーへの情報提

供の充実に対して期待が高まっていることを受けた監査報告書

の長文化は2021年3月期から上場企業で強制適用され、監査人

の独立性を確保する手段としての監査法人の強制ローテーショ

ン制度の導入は見送りになり、監査チームメンバーのローテー

ションが導入されています。私たちはこれら諸制度の改革や議

論に対して、趣旨に沿って適切に対応してまいります。

私たちPwC京都監査法人は、刻一刻と変化する環境の中

で、先述した経営理念と考え方を通し、社会における信頼を構

築し重要な問題を解決すると同時に、スタッフ一人ひとりがや

りがいを持って健全に成長できる場でありたいと強く思ってい

ます。それらの活動内容を本報告書に取りまとめました。私た

ちは、人のために貢献できるプロフェッショナル集団にふさわ

しい品質を追求し続けます。

アシュアランスリーダーからのメッセージ
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組織とガバナンス体制
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組織とガバナンス体制

PwCネットワークの組織

「PwCネットワーク」 とは
PwCネットワークは世界中の国々で運営されている独立し

たファームの集合体です。PwCネットワーク内のファームは 

PricewaterhouseCoopers International Limited（PwCIL）の

メンバーであり、�PricewaterhouseCoopers� の名称を使用する

権利を有しています。

PwC京都監査法人は日本におけるPwCILのメンバーファー

ムとなっています。PwCネットワークのメンバーとして、各

国のファームはそのナレッジやスキル、リソースを共有してい

ます。これにより、各国のファームは国内での法制度や規制、

業界実務等の知見の優位性を保ったまま、グローバルに業務を

展開している企業に対しても国際的な水準の高品質のサービス

を提供することが可能となります。

PwCネットワークのメンバーであるということは、同時に、

PwCネットワークで定められている共通の厳格な基準を遵守

していることを意味します。各国のファームは、提供する業務

内容、職業倫理、独立性、法令遵守等に関する品質管理および

そのモニタリング活動を行うことになります。
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うち、パートナー 11,897人
 スタッフ 283,474人

（2021年 6月末現在）

PwCの総人数

295,371人
所在国

156カ国

PricewaterhouseCoopers International Limited

（PwCIL） 
PwCILは英国にある法人であり、クライアントに対する業務

提供は行いません。

PwCILは、主要なエリアについてのPwC全体の戦略、ブラ

ンド、品質管理に関するポリシーを作成し、適用を主導しま

す。各国のファームは �PricewaterhouseCoopers� の名称と 

ともに、PwCネットワーク内のさまざまなリソースや監査手

法を共有することができますが、そのためにはPwCネット

ワークで定められている共通の基準を遵守することが必要にな

ります。

PwCネットワークのガバナンス 

各国のファームは、PwCILや他国のファームの代理人として行

動することはできません。また、PwCILが各国のファーム自身の

専門的な判断の行使をコントロールすることはありません。

PwCILのガバナンス構造は、以下の組織体から構成されてい

ます。

グローバルボード

グローバルボードはPwCILのガバナンスに関する責任を負

うとともに、ネットワーク・リーダーシップ・チームを監視す

る役割を担います。グローバルボードは対外的な役割を負って

いません。ボードメンバーは全てのメンバーファームのパート

ナーの中から、4年ごとに選出されます。

ネットワーク・リーダーシップ・チーム

ネットワーク・リーダーシップ・チームは、PwCネットワー

クにおける全体の戦略を決定し、メンバーファームが遵守すべ

き基準を策定する責任を負っています。 

ストラテジーカウンシル

ストラテジーカウンシルは、世界各地域における主要なメン

バーファームのリーダーで構成されており、ネットワーク全体

の戦略的方向性に対する同意を行い、協力して戦略の遂行の整

合性を促進させます。

 

グローバル・リーダーシップ・チーム

グローバル・リーダーシップ・チームは、ネットワーク・リー

ダーシップ・チームおよびPwCネットワークの会長より指名

されたメンバーから構成され、ネットワーク・リーダーシッ

プ・チームおよびPwCネットワークの会長に対する報告責任

を負っています。チームのメンバーは、ネットワーク・リー

ダーシップ・チームにより策定された戦略を実行し、各国にお

ける私たちの業務に関わるさまざまな活動をコーディネートす

るために組成されたチームをリードします。

組織とガバナンス体制
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PwC京都監査法人の 
組織体制とガバナンス体制

当法人のガバナンス体制
当法人のガバナンス体制は、全パートナーで意思決定をする

社員総会、当法人の経営方針および戦略を策定・実行する経営

会議、それを監視する監視委員会の3つの組織により構成され

ます。これに加えて、経営会議に対して公益の観点から助言・

提言を行う諮問委員会を設けています。

●社員総会

社員総会は、当法人の最高意思決定機関であり、法人の方針

および政策に関する重要な事項を決定します。全てのパート

ナーで構成されています。

●経営会議

経営会議は、マネージングパートナーと2名のパートナーによっ

て構成され、業務執行の意思決定機関として機能しています。経

営会議メンバーは、社員のうちから社員の互選により選出された

候補者につき、総社員の過半数の同意をもって選任されます。

●マネージングパートナー

マネージングパートナーは、総括責任者として当法人を代表し、 

経営会議メンバーを統括する他、経営会議の決定に基づき、業

務を執行します。

●監視委員会

監視委員会は、マネージングパートナーまたは経営会議メン

バーから法人の業務執行状況の報告を受け、経営会議議事録の

閲覧などの活動を通じて、業務執行を監視します。メンバーは、 

経営会議メンバー以外から選出されます。監視委員会メンバー

は社員総会に出席するとともに、社員総会の議事録も閲覧して

います。

●内部監査室

アシュアランス本部および品質管理部より独立したマネージン

グパートナー直属の組織として内部監査室を設置しています。内

部監査室では、品質管理システムの整備・運用状況と個別の監査

の内容についてクオリティ・レビュー・グループと連携して、責任

者として独立の立場から検証を実施しています。また、法人内外

からの通報窓口（ホットライン）を設置しており、通報内容に応じ

て機動的な調査を実施するとともに、監査法人のガバナンス・コー

ドの適用の状況についても評価を行い、その結果について、諮問委

員会に報告しています。

●諮問委員会

諮問委員会は、社外有識者とマネージングパートナーで構成

され、監査品質を高めるための取り組みを監督し、経営会議に

助言・提言を行います。公益を代表する社外有識者の目線を法

人運営に取り入れることで、透明性の確保と説明責任の強化を

図り、監査品質を向上させることを目的としています。社外有

識者は、社員総会の決議により選任されます。諮問委員会は、

原則として、年4回、四半期ごとに開催しています。諮問委員

会には、経営会議メンバーに加えて、監視委員会メンバーも出

席し、監視委員会の活動状況についても報告しています。諮問

委員会の議題は早めに決定・通知するとともに、資料について

も事前に送付しており、諮問委員会がその機能を実効的に果た

すことができるよう、適時かつ適切に必要な情報が提供され、

業務遂行にあたっての補佐が行われる環境を整備しています。

諮問委員会の開催状況
2020年7月1日から2021年6月30日の1年間では、諮問委員

会を2020年9月、12月、2021年3月、6月にリモート会議で開

催し、監査法人のガバナンス・コードの適用状況における評

価、品質改善計画の概要と進捗状況、監視委員会の活動報告、

新型コロナウイルス感染症の対応状況、KAM初年度適用の結

果などを議題として意見交換を行いました。諮問委員からは

パートナーの関与割合、独立性、在宅勤務における新人教育、

会計上の見積りの監査、有価証券報告書の総会前開示の可能性

などの論点について助言・提言を受けました。

諮問委員会からの助言・提言への対応 

監査法人のガバナンス・コードの監督・評価機能の強化とい

う趣旨を踏まえて、監視委員会メンバーとの連携を強化してい

ます。また、諮問委員との対話を通じて、監査業務に対するモ

ニタリングの強化の必要性などについての助言・提言をいただ

いており、監査業務ごとの業務執行社員の関与割合のモニタリ

ング強化、関与期間を最長10年とする監査補助者ローテーショ

ンルールの見直し、KAM適用に向けた法人の品質管理体制の

整備・運用などの対応を行いました。

資本市場参加者との対話
当法人は、監査業務の意義と監査法人としての責任を自覚

し、被監査会社の株主、投資家、従業員、債権者、規制当局、
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内部監査室
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そして広く社会の方々の期待を受けていることを常に意識し続

け、特に正しい財務報告を通じて、健全化に資する機能を果た

しているかの確認を忘れないようにしたいと考えています。規

制当局との意見交換等や被監査会社の監査役等との対話による

フィードバックから得た有益な情報を、監査品質の改善のため

の組織的な運営において活用しています。日本公認会計士協会

の主催による準大手監査法人と投資家等との対話に参加し、働

き方改革への取り組み、監査上の主要な検討事項、独立性に関

する認識、業務執行社員の関与、グループ監査、ITの活用など

について意見交換を行っており、資本市場参加者の視点からの

意見を監査法人の経営に活用したいと考えています。

梅本  周𠮷
公認会計士
元旭硝子株式会社  
（現：AGC株式会社）
常務執行役員および 
常勤監査役

人見  浩司
京友商事株式会社 
代表取締役会長
元株式会社京都銀行 
代表取締役専務

社外有識者（諮問委員会）（50音順）監視委員会メンバーからのメッセージ

監視委員会は、経営会議メンバーとのコミュニケー
ションや議事録等の閲覧により、法人運営に関す
る業務執行がステークホルダーの期待に応える適
切なものとなっているか、健全なチェック機能を
果たせるよう努めています。また、諮問委員会に
出席して、社外有識者の助言を経営会議メンバー
が法人運営にどのように活かしているかモニタリ
ングするとともに、監視委員会の活動状況を報告
し、助言を得る機会としています。さらに、監視

委員会メンバー1名はPwC Japanグループの監視委員会の委員として、
PwCネットワークにおける監視活動にも参加して、情報共有しながら連
携を図り、当法人のガバナンスの健全性強化に努めていきます。

組織図（2021年9月30日現在）

組織とガバナンス体制

監視委員会メンバー

中村  源
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PwC京都監査法人の品質管理は、品質管理の専門家として

有名なデミング博士の考え方を取り入れて、以下の目的を達成

することを目指しています。

1. 求められている製品を特定する。

2. その製品を作るプロセスをデザインする。プロセスは経済的、

迅速かつ標準的でなければならない。

3. 製品をテストしてプロセスを改善する。

PwC京都監査法人の品質管理の特徴
これらの目的を達成するためにオープンでフラットな法人組

織の強みを活かし、品質管理部はバックオフィスとして、監査

チームと双方向のコミュニケーションをとりながら、リアルタ

イムにサポートとモニタリングを実施し、実効性のある品質管

理活動を展開しています。また、製造業における品質管理の考

え方を取り入れ、自工程完結により、業務実施段階における品

質の作り込みに力点を置いています。

例えば、外部の規制当局等による検査・レビューは、品質管

理の目的にある製品のテストとして捉え、その指摘事項への対

応として、PwCとして一貫した手法によって根本原因（真因）

を分析・識別し、監査のプロセスそのものの改善が必要である

と判断します。そのために以下のアプローチを重視しています。

•構成員の採用・教育において、コミュニケーションを重視する。

•独立した立場で、公正に企業のプロセス（内部統制）を理解し、

テストを行い、評価する。

•監査のプロセスをモニタリングし、標準からの乖離や遅れを異常

として是正する。

個別の監査業務において、担当者の監査品質に対するマネジ

メント能力を向上させるため、詳細な計画に基づく事前指導、綿

密なスケジュールに基づく作業の平準化とタイムリーな監査調

書の作成、監査プロセスの標準化と見える化を重視しています。

不正リスクへの対応
不正リスクを考慮して、業務の受入および更新に伴うリスク

評価を検討しています。また、職業的懐疑心を発揮するための

不正事例の研修を毎年実施しています。監査役等とも適切に連

携して、不正リスクに適切に対応できるよう、監査業務に係る

方針および手続を定めるとともに、監査事務所内外からもたら

される情報に対処する方針を定めています。

継続的な品質改善活動
品質改善活動として、PwCネットワークのサポートも受けな

がら、毎年改善計画を立案し、具体的な改善措置、改善責任者、

実施時期、検証責任者を決定して、毎月状況を更新しており、 

PwC京都監査法人の基本理念は信頼

品質管理担当パートナーからのメッセージ

品質管理担当パートナー

花井  裕風
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以下のような対応を継続的に実施しています。 

•特定された問題に対処するための研修の実施、知識と経験の共有 

•品質管理部への相談の奨励、必須相談事項リストの共有と見直し

•監査品質に対するマネジメント能力の比重を重視した評価方針

の明確化とタイムリーなフィードバック

•監査業務のリーチアウト（チェックリストによる自己点検作業）、

監査チーム以外のメンバーによるホット（監査実施段階におけ

る）レビュー、クオリティ・レビュー・パートナーによる重点審査

を含むモニタリングプロセスの強化 

•PwCネットワークのリソースの積極的な活用

•早期の問題点の共有と連携、事前指導の徹底、リソースの適切

な配分、業務の効率化と平準化によるプロジェクトマネジメント

の向上

監査法人のガバナンス・コードの採用
また、監査法人に対する社会の信頼に応えるため、監査法人

の組織的運営に関する原則を採用しています。公益を代表する

社外有識者の目線を法人運営に取り入れて透明性の確保と説明

責任の強化を図り、監査品質を向上させることを目的として、

当該原則に対応した取り組みを継続しています。

最近の監査法人を取り巻く動向
2020年9月に開催された国際監査・保証基準審議会（IAASB）

のボード会議において、2022年12月15日までに整備して、運用

が求められる国際品質マネジメント基準（ISQM）1「監査事務

所における品質マネジメント」、ISQM2「審査」および ISA220

（改訂）「監査業務における品質マネジメント」が最終基準として

承認されました。当法人では2019年7月からこの新しい国際品

質管理基準に従った品質管理システムの設定および評価を行う

QMSEと呼ぶフレームワークを導入しています。これにより、

リスクや課題を洗い出し、これに対応する統制を設計運用してい

く品質管理を導入したことで、法人全体として高品質な監査を

実践する枠組みが整備されて業務が実行されています。この環

境のもと、品質管理部が監査チームをサポートしてモニタリング

していくためには、適切な情報を適時に共有し、課題や問題点を

早期に発見して対処していくことが必要と考えています。

PwC京都監査法人の基本理念は信頼です。今後も監査業務

の意義と監査法人としての責任を自覚し、監査の絶対品質を確

保することにより、ディスクロージャー制度の社会的信頼を確

保・発展させることを目指してまいります。

監査の品質管理体制
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継続的改善活動

新しい国際品質マネジメント基準1（ISQM1）

への対応

監査事務所が備えるべき品質管理システムは、国内外の品質

管理基準に規定されており、各監査事務所は、今までもこれら

の基準に準拠しているか否かを自己点検してきました。近年、

監査事務所の規模や業務内容に応じた最適な品質管理システム

の設計を可能とするため、国際的な品質管理基準の見直しが行

われました。従来の品質管理基準では、監査事務所に対しあ

らかじめ定められた一定の品質管理の方針および手続の整備

が求められてきましたが、新しい国際品質マネジメント基準1

（ISQM1）では、監査事務所自らが、品質管理システムの項目ご

とに達成すべき品質目標を設定し、当該品質目標の達成を阻害

しうるリスクを識別して評価を行い、評価したリスクに対処す

るための方針または手続を定め、これを実施するという、リス

クアプローチに基づく品質管理システムを導入することになり

ました。これにより、監査事務所が、経済社会の変化に応じ、

主体的にリスクを管理することで、質の高い品質管理が可能と

なります。当法人では、ISQM1の導入を見据え、品質管理シス

テムの設定および評価を行うQMSEと呼ぶフレームワークを

導入しています。

PwC京都の品質管理 

高品質な監査を提供するために不可欠な15の品質目標を定め

ています。これらの品質目標を達成するためには、関連するリ

スクを的確に捉え、リスクを低減させる必要があります。15の

品質目標に対してそれぞれリスクを識別し、識別されたリスク

に対して、リスクを低減するための統制を整備・運用していま

す。QMSEでは独立した担当者が、各領域のリスク対応手続の

整備・運用状況の評価を行います。リスクに照らして整備状況

の評価を行い、問題点を捉え、是正するアクションをとること

を目的としています。QMSEの評価結果と発見された事項は根

本原因分析を実施して、品質改善計画を策定し、品質を継続的

に向上するために、以下のような取り組みを実行しています。

監査品質の指標　Assurance Quality Indicators（AQIs）

監査業務の品質における潜在的な問題点を早期に発見するた

めに、年度だけではなく、QMSEの各目標に関連した監査品質

と相関関係のある指標は毎月抽出して分析しています。必須研

修への出席率、スタッフ等の採用・退職率・稼働率、計画審査

の完了状況、独立性方針等の違反件数、受入・継続手続に関す

る例外事項などさまざまな指標を選定しています。

戦略的品質活動（Strategic Quality Initiatives） 
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リーダーシップチームによる適切な品質管理体制の維持・構築

デジタル化の推進とITシステムの適切な管理

人材の採用、人材育成および人材の定着

行動規範と法規制の遵守および適切な行動

被監査会社の業務リスクの見直しと対応

監査チームに対する適切なサポートの提供

13 監督および査閲

14 専門的な見解の提供

PwCの戦略に沿った新しいサービスの開発

契約の締結および更新

監査業務の品質管理および検証

人事評価独立性の遵守

人材の配置

教育研修

リーダーシップおよび品質管理

職業倫理・独立性

契約の締結および更新

人材

ITの活用

監査の実施と支援

モニタリング
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同時保証　Real-Time Assurance （RTA）

効果的かつ効率的に監査業務の品質をモニタリングするため

のレビューやツールを意味しており、監査業務の自己点検作業、 

監査チーム以外のメンバーによる監査実施段階におけるレ

ビュー等を実施しています。

根本原因の分析　Root Cause Analysis（RCA）

PwCとして一貫した手法により、外部の規制当局等の検査・ 

レビューを受けた業務を対象として、プロセスレベルでの品質向上

のために改善が必要となる問題点を識別する目的で、関連する監査

基準、監査チーム、データについて詳細な分析を実施します。これ

には監査チームへのインタビュー、監査調書のレビューも含まれます。

評価責任の枠組み 
Recognition and Accountability Framework（RAF）

監査品質に対するマネジメント能力を最重視した人事評価方

針を明確化するとともに、外部の規制当局等の検査・レビュー

に係る評価責任を人事評価に反映しています。

新型コロナウイルス感染症の影響と対応 

ワクチンが開発され、接種が進むとともに、人々の行動変容な

どにより、新型コロナウイルスの感染は減少傾向にあるものの、

リモートワークなどによる影響は継続しています。

当法人も原則リモートワークを継続しており、PwCネット

ワークとの連携を図りながら、デジタルツールを利用した情報共

有や対応策の協議等を目的としたリモート会議を頻繁に開催す

るとともに、オンラインストレージを利用したデータの送受信を

行っています。今後も新しい生活様式に沿いながら、監査業務の

円滑な遂行を実施するために必要な措置を講じる予定です。

15の品質目標（Quality Objectives） 

監査の品質管理体制



被監査会社

監査チーム

アシュアランス本部

監査責任者

第1レベル　監査チーム内の品質管理活動 第2レベル
クオリティ・レビュー・パートナー
によるレビュー・審査

第3レベル　品質管理グループの支援・是正活動

第4レベル　品質管理部内のモニタリング

第5レベル　内部監査室による日常的・定期的モニタリング

経営会議

諮問委員会

監視委員会内部監査室

社員総会

主査

監査チームメンバー

監査チーム内において上位者による業務
指示や業務内容のレビュー・コーチング
を通じた品質管理活動が行われます。

リスクに対応した適切な監査を実施する
ために、監査チーム内の情報共有が不可
欠と考えており、監査チーム内のミー
ティングのガイダンスを定めています。

被監査会社への理解を深めるために、経
営者等との協議が重要と考えており、経
営者等との協議頻度、協議内容等のガイ
ダンスを定めています。

監査チームの選任
海外メンバーファームへの

人材派遣

クオリティ・レビュー・パートナー
は監査チームから独立した立場か
ら業務のレビュー・審査を行いま
す。従来の審査機能に追加して、
監査業務の品質を確保するため
に監査実施段階および完了後に
おけるレビューを実施します。

会計品質管理グループ

監査品質管理グループ

教育研修グループ

リスク管理グループ

コンプライアンスグループ

品質管理担当パートナー

内部監査室

モニタリング

日常的・定期的モニタリング日常的・定期的モニタリング

相談・報告

支援
モニタリング
是正活動

品質管理部

品質管理部の各グループが
法人レベルでの支援・是正活動を行います。

報告

監査業務

業務指示
レビュー

業務指示
レビュー 報告

レビュー
審査

報告

クオリティ・
レビュー・グループ
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監査の品質管理体制
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ダンスを定めています。
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クオリティ・レビュー・パートナー
は監査チームから独立した立場か
ら業務のレビュー・審査を行いま
す。従来の審査機能に追加して、
監査業務の品質を確保するため
に監査実施段階および完了後に
おけるレビューを実施します。

会計品質管理グループ

監査品質管理グループ

教育研修グループ

リスク管理グループ

コンプライアンスグループ

品質管理担当パートナー

内部監査室

モニタリング

日常的・定期的モニタリング日常的・定期的モニタリング

相談・報告

支援
モニタリング
是正活動

品質管理部

品質管理部の各グループが
法人レベルでの支援・是正活動を行います。

報告

監査業務

業務指示
レビュー

業務指示
レビュー 報告

レビュー
審査

報告

クオリティ・
レビュー・グループ
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監査の品質管理体制
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監査の実施 

当法人の監査アプローチ �PwC Audit�
監査チームは、わが国の監査の基準およびPwCが世界で共

通して採用する監査アプローチである、PwC Auditに準拠して

監査を行います。PwC Auditは、国際監査基準（ISA）の要求

事項に加えて、PwCとして培ったノウハウをもとに開発され

た具体的な方針およびガイダンスです。

PwC Auditによる監査アプローチにおいて、基本的かつ最も

重要な要素は、監査リスクの適切な評価です。当法人は、期初

の監査計画の立案時から監査報告書を発行するまでの全過程を

通じ、継続して監査リスクの識別および評価を行い、これに適

切に対応した監査手続を計画・実施します。

監査リスクを適切に識別し、評価するため、被監査会社の事

業プロセスについて、上流から下流まで一貫して理解すること

を重視しています。また、事業プロセスの理解を通じて被監査

会社のさまざまな情報を適切に集め、裏付けることは、職業的

懐疑心を保持・発揮し、不正や誤謬を識別するための礎となり

ます。

なお、監査上のリスクを適切に評価し対処するため、全ての監

査業務において、被監査会社の経営幹部および監査役等との率

直かつ深度のあるディスカッションの実施を義務付けています。

監査チーム内のコミュニケーション
当法人では、監査チーム内の風通しの良いコミュニケーションを

重視しています。監査計画立案時には、監査責任者を含む監査

チームメンバー間で、被監査会社の事業環境および事業プロセ

ス、これに関連する監査リスクの認識（不正リスクを含む）に関

する理解を共有するとともに、リスク対応手続の種類、実施時

期およびその範囲について理解を共通化するためにキックオフ

ミーティングを開催します。また、監査における主要な段階に

おいて、監査責任者と監査チームメンバーが意見交換し、被監

査会社および監査リスクに関する理解を更新し、その時点で入

手した監査証拠を評価し、監査計画の変更の要否を検討します。 

さらに、課題に直面した場合、各人が一人で悩まず、監査チー

ムメンバー間で相談し、解決することとしています。当法人に

おいて、監査責任者には、監査チームメンバーに対してオープ

ンな姿勢で接し、監査チームメンバーからの相談に真摯に応

じることが期待されています。こうした双方のコミュニケー

ションによって、監査チームとして不正による重要な虚偽の表

示を示唆する状況を適切に識別することが可能となり、また、 

実務を通じた監査チームメンバーの成長を促進します。

このようなコミュニケーションは、新型コロナウイルス感染

症の影響により在宅勤務が中心となっている状況においても、

ウェブ環境を通じて継続して実施しています。

監査チームの編成
●監査チームの選任

監査責任者を含む監査チームメンバーの選任は、各人の独立

性の遵守状況、業務のリスク、必要な知識および経験、能力、

十分な時間の確保、品質管理レビュー結果および外部機関によ

る検査の結果などの事項を踏まえ、厳正かつ公正な監査を実施

するために必要な人材を確保するという観点から実施していま

す。監査責任者は、当法人の業務執行責任者選任に関する方針

および手続に従い、アサイン委員会にて、被監査会社の事業、業

界の状況に精通しているか、監査上のリスクに対して経験、能力

が十分か、さらには長期的な人材育成の観点も勘案し、相当と認

められるパートナーを監査責任者予定者として選任案を作成し

た上で、経営会議において決定しています。その際、特定のパー

トナーに業務負担が偏らないように留意しています。なお、同

一企業の監査業務を担当する監査責任者が全員交替した場合、

不正リスクを含む監査上の重要な事項が適切に伝達されるよう

方針および手続を定めています。

また、主査および監査チームメンバーの選任は、各人の評価結

果や個人面談を通じて収集した業務の経験や将来の希望も踏ま

えて検討し、業務のリスクに対応した知識、経験および能力が十

分かどうかなどの観点の他、人材を育成するという観点からも

実施しています。なお、ローテーションが必要な監査責任者や

主査のみでなく、監査チームメンバーも長期間同じとならない

ように、所属グループの異動や担当会社を変更しています。
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監査責任者、主査（チームマネージャー） 

および監査チームメンバーの役割
●監査責任者

監査責任者は、個々の監査業務において実施した監査手続の

査閲および評価、文書化の適切性および適時性、導かれた結論

について全般的な責任を負います。また、継続的な品質向上を

目指す原動力になります。監査責任者は、監査の全過程を通し

て、監査リスクの識別、評価およびその対応が適切か否かにつ

いて、積極的かつ徹底的に監査チームの監査に関与し、適切な

監査手続の実施およびその文書化を指導します。

●主査（チームマネージャー）

主査は、監査の全過程において、監査責任者を補佐し、監査

リスクの識別およびその対応の適正性の確保など、適切な監査

の実施および文書化の規範を示します。そして、主査は、監査

責任者とともに、実施した監査手続および関連する監査調書が

適時に査閲されるよう調整します。また、各監査チームメン

バーが実施した監査手続の種類、範囲および得られた心証を検

討し、十分かつ適切な監査証拠が入手できていることを確認し

ます。

●監査チームメンバー

監査チームメンバーは、監査計画に基づき、職業的懐疑心を

保持・発揮しながら監査手続を実施します。実施した監査手続

で生じた重要な事項や問題点について、監査責任者および主査

に適時に報告し、討議します。主査の査閲に先立ち、自己の実

施した監査手続および関連する監査調書を見直します。

監査業務の審査
監査業務の審査は、全ての監査業務について、監査の計画、

監査の実施および監査の完了の全段階で、監査チームによる監

査の実施と並行して行われます。審査担当者であるQRP（クオ

リティ・レビュー・パートナー）は、監査の計画および意見表

明時のみならず、検討すべき事項が生じるたびに、監査チーム

と討議し、実効性のある審査を適時に行っています。

審査担当者は、当法人の審査担当者の選任に関する方針およ

び手続に基づき、監査業務の豊富な経験や専門能力のあるパー

トナーのうち、その職責を果たすための適性、能力のある者が

選任されます。その選任にあたっては、アサイン委員会が候補

者を選定し、経営会議で承認することにより、審査担当者の客

観性を確保しています。

また、審査担当者には、適切な審査を行う上で必要とされる

行動に関しての研修を受講する義務が課せられています。品質

管理部に対する専門的な見解に関する問い合わせにおいて、監

査チームと審査担当者との間に見解の相違が生じた場合、また

は監査責任者と審査担当者との間の監査上の判断の相違が生じ

た場合は、リスク管理担当パートナーがその内容を検討し、そ

の相違に対処し解決しています。

グローバル監査対応 

グローバルに事業を展開する企業のグループ監査を適切に実

施するためには、海外子会社等に係る監査上のリスクを識別

し、適切な対応を図る必要があります。当法人では、企業の海

外拠点の社会、文化、法制度、言語を深く理解しつつ、PwCグ

ローバルネットワーク共通の監査手法を用いる現地PwCのメ

ンバーファームと密接に連携することにより、グローバルで一

貫した高品質の監査を実施します。

また、当法人は海外PwCのメンバーファームに複数の人員

を派遣するとともに、海外PwCのメンバーファームからも当

法人に人員を受け入れています。さらに、必要に応じて海外に

駐在する日本人が関与し、海外子会社等の監査を実施する監査

チームとの密接な連携を図っています。

監査の品質管理体制
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監査品質を支援する体制 

当法人の品質管理全般を監視し、また、個々の監査業務等の

品質管理のために監査チームを支援する組織として、品質管理

部を設置しています。

専門的な見解に関する問い合わせ
当法人は、高品質な監査を行うため、品質管理部が監査チー

ムに専門的な見解を提供しています。監査チームは業務におい

て難しい問題に直面した場合、監査上の取り扱いを決定する上

で、品質管理部に専門的な見解を求めます。品質管理部には、

各専門領域および実務に精通した担当者が所属しており、各監

査チームからの専門的な見解に関する問い合わせに適時に対応

しています。品質管理部は、専門的な見解を示すために、必要

に応じて監査チームと十分に議論を行い、個別の監査業務の状

況を適切に理解して見解を示します。

クオリティ・レビュー・グループ
監査業務におけるモニタリングを強化して品質向上を図るた

めに、クオリティ・レビュー・グループを組織しています。

クオリティ・レビュー・グループの主要なメンバーは、公認

会計士・監査審査会、日本公認会計士協会において検査および

レビューの経験と目線を有するパートナーから構成されてい

ます。従来の審査機能に追加して、監査業務の品質を確保する

ために監査実施段階および完了後におけるレビューを実施しま

す。ツールなどを利用して異常点の早期識別や監査チームにお

ける自己点検結果などの情報収集、リスク評価と対応を行うと

ともに、レビューおよび審査の結果を共有します。

クオリティ・レビュー・ 
グループ

個々の監査業務の監査実施段階および完了後におけるレビューの方針や意見表明のための審査手続を
決め、レビューおよび審査を行うとともに、レビューおよび審査状況をモニタリングして、異常点の識別
やリスク評価と対応、レビューおよび審査の結果を共有します。

会計品質管理グループ
特定の会計事象の問い合わせに対して専門的な見解を示す他、最新の会計情報の収集や新たな会計基
準等の導入支援などを通じて業務担当者をサポートしています。

監査品質管理グループ

当法人の監査業務の実施に関する方針および手続を適切に実施するために、それらの問い合わせに対して、 
専門的な見解を示します。必要に応じて、監査上の留意事項を全監査業務従事者に配信しています。
また、監査サポートシステム等の各種監査ツールを整備し、有効かつ効率的な監査の実施をサポートし
ています。

教育研修グループ
PwCネットワークのカリキュラムに基づく研修の他、当法人固有の研修を企画し、より実践的かつタイム
リーな研修を提供しています。

リスク管理グループ

当法人の品質管理全般のモニタリングを行い、被監査会社および個々の監査業務のリスク情報をレビュー
します。また、被監査会社および個々の監査業務の不正事案を含むリスク管理上の問題についての問い
合わせに対して、専門的な見解を示します。必要に応じて業務遂行上の留意事項について各監査チーム
に問い合わせを行い、問題点の早期発見・解決に努めています。

コンプライアンスグループ
独立性の保持、法令の遵守およびコンプライアンスの確立のための取り組みを行い、監査業務における
問題の早期発見に努めています。

品質管理部



1Phase

不正リスクに対応した監査業務および査閲に関する方針と手続を定めています。不正リスクを考慮して、新規および更新に伴うリス
ク評価を検討します。不正に関する教育・研修の機会を設けており、過去の不正事案を踏まえたケーススタディを取り入れるなど、
監査従事者の職業的懐疑心を高める研修を実施しています。

不正の事案がない状況

2Phase

不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合、監査チームは品質管理部リスク管理グループに相談することが求めら
れています。

不正による重要な虚偽表示を示唆する状況

3Phase

不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合、リスク管理パートナーが追加で法人としての審査を実施します。

不正による重要な虚偽表示の疑義がある状況

25PricewaterhouseCoopers Kyoto

不正リスクへの対応 

わが国の「監査基準」（企業会計審議会）において、「監査人は、 

職業的専門家としての正当な注意を払い、懐疑心を保持して監

査を行わなければならない」と定められています。また、「監査

における不正リスク対応基準」（企業会計審議会）においても、

不正リスクに適切に対処する上で、職業的専門家としての懐疑

心（職業的懐疑心）が重要であることが強調されています。当法

人では、監査チームが職業的懐疑心を発揮できるよう、不正によ

る重要な虚偽表示の疑いの程度に応じて、公認不正検査士の有

資格者を含め、監査チームを支援する体制を構築しています。

監査ホットライン
PwC京都監査法人は、ホームページに監査ホットラインを開設し、内外からの不正に関する情報を
活用しています。なお、通報者の保護のため、情報の取り扱いには十分に留意しています。

不正リスクへの対応体制

監査の品質管理体制
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定期的検証 

定期的検証（監査終了後のレビュー）
当法人では、監査事務所の品質管理体制および個別の監査業

務に関する定期的検証を実施しています。

この定期的検証では、まず、PwCネットワークが世界統一で

採用する品質管理レビューの仕組みであるGlobal Assurance 

Quality Inspection（GAQ-I）を活用しています。

GAQ-Iは、国際品質管理基準第1号をはじめとする監査事務

所の品質管理および監査に関する基準を踏まえて開発されたプ

ログラムです。レビューチームは海外のPwCメンバーファー

ムのパートナーおよびマネージャーを含めて編成され、PwC

ネットワーク共通の方針、手続、ツールおよびガイダンスを利

用してレビューを実施します。

GAQ-Iを活用した当法人での定期的検証
●監査事務所の品質管理体制の定期的検証

内部監査室では、毎年品質管理部や管理部など法人運営に関

わる部門が整備・運用している内部統制を監査するとともに、

GAQ-Iを活用した有効性評価を行っています。

●個別の監査業務の定期的検証

個別の監査業務の定期的検証は、クオリティ・レビュー・グ

ループが中心となり、個々の監査業務が、監査に関する基準等

に沿って適切に実施されているかどうか検証するものです。監

査責任者として監査業務を実施しているパートナーは、原則と

して3年に一度は個々の監査業務の定期的検証の対象となりま

す。内部監査室では、個別の監査業務の定期的検証において、

GAQ-Iを活用するとともに、法人独自の追加的な手続を実施し

ています。この手続は、日本の監査の基準が独自で設定してい

る不正リスク対応基準やJ-SOXに関する基準に準拠している

かを検証する手続です。

定期的検証の結果
2020年度（2020年7月～2021年6月）において、11件の監

査業務がGAQ-Iを通じた定期的検証の対象となり、うち82％

（2019年度は100％）について、重要な指摘事項は識別されま

せんでした。また、重要な指摘事項が識別された監査業務につ

いて再評価したところ、監査意見を修正すべきものはありませ

んでした。当該定期的検証は、監査業務を実施しているパート

ナーの61％をカバーしています。

クオリティレビュー担当パートナーからのメッセージ

クオリティレビュー担当パートナー

梶田  明裕

クオリティ・レビュー・グループの業務は大きく分けて2つあります。一つは、審査手
続の決定やQRP（クオリティ・レビュー・パートナー）による審査業務の進捗管理といっ
た、審査業務の統括です。もう一つの業務は、品質管理を目的に進行中の監査業務に対
して行われる内部レビュー（ホットレビューと言います）やモニタリングツールなどを
利用した異常点の早期識別や監査チームにおける自己点検結果などの情報収集です。当
グループの主要なメンバーは、公認会計士・監査審査会、日本公認会計士協会において
検査およびレビューの経験と目線を有するパートナーから主に構成されています。外部
の検査目線で、この2つの業務を関連させ、発見事項を法人内にいち早く横展開し、情
報共有を図ることで、高品質な監査の実現に努めます。



27PricewaterhouseCoopers Kyoto

監査の品質管理体制

外部機関による検査等 

日本公認会計士協会による品質管理レビュー
日本公認会計士協会は、当法人の品質管理システムと個別監

査業務について3年ごとを目途に品質管理レビュー、また、品

質管理体制、監査実施状況、特定のテーマ等について適時に確

認する必要がある場合に特別レビューを実施しています。監査

事務所に対しては、これらの品質管理レビューの結果に応じ

て、上場会社監査事務所名簿等に注意・勧告の概要を「開示」

または名簿からの「抹消」といった措置が取られることがあり

ますが、当法人は設立以来、日本公認会計士協会の品質管理レ

ビューの結果に基づく措置を受けた事実はありません。

公認会計士・監査審査会による検査
公認会計士・監査審査会は、日本公認会計士協会から品質管

理レビューに関する報告を受けてその内容を審査し、必要に応

じて日本公認会計士協会、監査事務所、被監査会社等に立入検査

を実施します。その結果、日本公認会計士協会において品質管

理レビューが適切に行われていなかったことが明らかになった

場合や、監査事務所において監査の品質管理が著しく不十分で

ある場合、監査業務が法令等に準拠していないことが明らかに

なった場合には、業務の適正な運営を確保するために必要な行

政処分その他の措置を金融庁長官に勧告します。なお、当法人

は設立以来、金融庁による行政処分を受けた事実はありません。

職業倫理と独立性・契約の締結および更新 

契約の新規の締結および更新
当法人は、わが国における監査の基準およびPwCネットワー

クの被監査会社の受入・継続に係る評価基準を遵守するよう、受

入・継続の方針および監査リスクの評価ガイダンスを定めていま

す。新規契約の締結に先立ち、時間および人的資源を含め、当法

人が監査業務を実施するための適性および能力を有しているか

を検討します。そして、当該新規の被監査会社と当法人（パート

ナー・職員を含む）の独立性など利害関係を調査するとともに、

当該企業の評判、経営者の姿勢、ガバナンスや内部統制の状況、

会計・監査上における問題の有無等のリスク評価手続を実施し、

評価されたリスクに応じて定められた適切な承認を得ることとし

ています。契約の更新に際しては、少なくとも年に一度リスク評

価を実施し、その結果に応じた適切な承認を得ることとしていま

す。これら一連の手続は、A&C（Acceptance & Continuance）

というPwCネットワーク共通のシステムを通じて実施されます。

非監査業務の提供と制限
当法人は、監査業務で培ったノウハウをもとに、非監査業務

を提供することにより、企業が抱える課題を解決し、企業価値

の向上に貢献できると考えています。

被監査会社に対する業務の提供には一定の制限が設けられて

います。そのため、非保証業務の提供を検討する際には、業

務提供先に対する独立性の制限の有無を確認した上で、PwC

ネットワーク共通の非保証業務ガイダンスを参照して業務提供

の可否および提供可能な業務を判断します。提供する可能性の

ある非保証業務については、あらかじめ監査責任者の承認を得

ることとしています。



ファームレベルの独立性

・ビジネス上の関係

個人レベルの独立性
・金銭的利害　
・保険の加入等

エンゲージメントレベルの
独立性

・業務提供範囲

精神的独立性
職業的専門家としての判断を危うくするような影響を受けることなく、
結論を表明できる精神状態を保ち、誠実に行動し、公正性と職業的
懐疑心を堅持できること。

外観的独立性
事情に精通し、合理的な判断を行うことができる第三者が、全ての
具体的な事実と状況を勘案し、当法人または監査チームメンバーの
精神的独立性が堅持されていないと判断する状況にはないこと。

独立性の保持に誰が取り組むかによって、
右の3つに分類されます。
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職業倫理
当法人は、わが国の法令および日本公認会計士協会の倫理規

則ならびにPwCネットワーク共通のポリシーに準拠して、行

動規範を定めています。また、当該行動規範および関連するガ

イダンスには、職業倫理、独立性に加えて、インサイダー取引

防止、マネーロンダリング防止、反トラストや反腐敗、反社会

的勢力への対応などに関する規程が定められています。

独立性
監査人は、株主、投資家など幅広いステークホルダーの利益

に資するため、被監査会社から独立した立場から財務諸表の監

査を実施します。

当法人では、独立性に関する方針の中で、当法人ならびに当

法人のパートナーおよび職員に対して、精神的な独立性を保持

することを要求するとともに、外観的独立性を保持するために

必要となる方針および手続を設けています。これらの方針およ

び手続は、わが国の法令および日本公認会計士協会の倫理規則

や独立性に関する指針、さらには、PwCがグローバルで採用す

る独立性の方針（PwC Global Independence Policy）から構

成されています。また、当該方針および手続に基づき、被監査

会社をPwCネットワークが共有するクライアントデータベー

スに登録することによって、当法人の被監査会社のみならず、

PwCネットワークの被監査会社全般について、独立性に関し

て制限のあるクライアントを把握できる体制となっています。

パートナーと職員の個人の独立性
当法人のパートナーおよび職員について、年次のコンプライ

アンス確認手続および個々の監査業務に従事する際に実施する

独立性のチェック等を通じて、独立性遵守を確認しています。

また、全てのパートナーおよびマネージャー以上の職員は、保

有する有価証券や、保険や年金を通じて間接的に運用する投資

先等をデータベースに登録することを義務付け、独立性の諸規

則に抵触していないことを確認しています。さらに、全ての

パートナーおよびマネージャー以上の職員の中から毎期一定数

を抽出し、独立性の遵守に関する詳細な検査を実施しています。

長期間にわたって継続して同一の監査業務に従事することに

起因する馴れ合いを未然に防止するため、監査責任者および審

査担当者、それら以外のパートナー、監査責任者を補佐する立

場である主査について、連続関与期間の上限および当該監査業

務への関与を禁止するインターバル期間を設けています。

精神的独立性と外観的独立性の保持が求められます
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法人としての独立性
当法人が外部から物品やサービスを購入する場合や、外部企

業や個人とビジネス上の関係を構築する場合には、当法人と被

監査会社との間の独立性への影響を事前に検討しています。

独立性に関する法令および規則等の遵守状況
当法人では、監査業務の提供にあたって、独立性の規則に違反

する事象が生じた場合には、当該違反の原因となった利害関係を

解消し、当該違反の影響に対処することとしています。また、独

立性違反者は規程により処分されます。

当法人が当該違反の影響に十分な対応策を講ずることが可能

と判断した場合であっても、当法人は違反および対応策等につい

て、被監査会社の監査役等と書面をもって協議し、その対処が十

分であることについて了解を得ることとしています。

当法人の設立以降、独立性違反に起因する監査契約の解除は

ありません。

職業倫理および独立性に関する研修 

当法人は、独立性を含む職業倫理に関する方針および手続の

理解と遵守を徹底するため、少なくとも年に一度、パートナー

および職員全員を対象とし、職業倫理および独立性に関する研

修を実施しています。

監査の品質管理体制

コンプライアンス担当パートナーからのメッセージ

コンプライアンス担当パートナー

松田  元裕

監査法人の構成員には、職業倫理に関する規範の遵守と独立性の保持が求められていま
す。私どもは、信頼の絆を結ぶ監査法人をつくるのは、個々の構成員の毎日の行動であ
ることを意識し、日々これら規範の遵守を実践しています。
当法人は、職業倫理や独立性ルールを、研修やコンプライアンス・リーダー・メッセー
ジ等により周知徹底するとともに、独立性遵守のためのデータベースの利用などにより、
容易に独立性をチェックできる体制を整え、運用しています。独立性ポリシーと手続の
遵守が徹底され、被監査会社をはじめステークホルダーの皆さまから信頼していただけ
る監査法人であるよう、万全のサポート体制を整えています。



●品質管理部監査品質管理グループがKAM初年度適用会社に対する相談手続の整備と運用を実施
●早期適用事例を活用した研修の実施
●全てのKAM初年度適用業務について正式な必須相談手続（専門的な見解の問い合わせ）を実施
●KAM作成の必須相談手続にあたってチェックリスト・記載例の活用等によるKAMの作成支援
●  KAM草案作成前段階のKAM項目決定段階から監査チームにおける相談を受付け、協議を実施し、各社の固有の情報に基づいた

KAM作成を支援

企業の状況を踏まえた
KAMの文案の提示

被監査会社 監査チーム 品質管理部

KAM作成のサポート・
各種ツールの提供

フィードバック結果の
共有・相談

マネジメント・監査役等からの
フィードバック
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信頼しうるKAMと 
将来に向けての取り組み

監査上の主要な検討事項（Key Audit Matters：KAM）
2020年から、わが国においても、監査報告書上での「監査上

の主要な検討事項（Key Audit Matters：KAM）」の記載が始ま

り、2021年には全ての上場企業の監査にKAMが適用されるこ

とになりました。監査報告書においては、KAMの内容、決定理

由およびKAMに対する監査上の対応を記載することになり、

従来は見えづらかった監査の具体的なプロセスがKAMによっ

て開示されることにより、利害関係者の監査や財務諸表に対す

る理解が促進され、透明性の向上に繋がっています。

KAMへの取り組みと信頼の構築
KAMの記載内容については、関連する監査基準等はあるも

のの、具体的な内容は各監査人の判断に委ねられています。当

法人においては、利害関係者にとってどのような情報を記載す

ることが有用であるかを常に考え、KAMの作成に取り組んで

きました。どの企業の監査にも共通する一般的な記述の内容は

極力避け、個々の企業が置かれている状況とKAMの選定の関

係、KAMにどのような論点があり、当該論点においてどのよ

うに監査を実施したのか等について可能な限り記載することと

し、そのようなKAMが作成されるよう、監査チームを品質管

理部がサポートしました。

品質管理部監査品質管理グループがKAM初年度適用に関す

る相談手続を定め、継続的なサポートを実施しました。当体制

のもと、適用初年度における全てのKAM適用業務での相談手

続、早期適用事例を活用した研修の実施等を行いました。監

査チームが品質管理部と協議のうえKAMの草案を作成し、当

該草案をもって被監査会社と監査チームとで協議を重ね、最終

段階に至るまで何度も繰り返し議論を行い、その内容を精緻化

していきました。利害関係者にとって有用なKAMの作成にあ

たっては、企業の開示の充実と、監査チームとマネジメント・

監査役等との深い対話が不可欠であり、KAMを最終化するま

での間には、KAMのみならず企業開示の内容に至るまで非常

に多くの議論が行われ、監査チームと品質管理部が連携して取

り組みを行いました。

当法人のKAMが、利害関係者が安心して利用できる信頼の

あるものとなるように、これらの取り組みを継続して実施し    

ていきます。

将来に向けて
KAMの適用初年度（2021年3月期の監査）が終了し、KAM

自体は資本市場の実務に定着しつつあります。しかしながら、

KAMは単独でその役割を果たすものではなく、企業の開示情

報と一体となって適切な情報を提供するものであり、状況に応

じて変化させていくべきものと考えています。昨今、気候変動

をはじめとするサステナビリティに関する開示が重要視される

など、情報開示は目まぐるしい動きを見せており、KAMについ

ても、利害関係者の期待に応えられるように、継続して取り組

みを重ねていくことが非常に重要と考えています。

KAM作成サポートに対する品質管理部の主な取り組み



繰延税金資産の評価　28%

固定資産の評価　25%

のれんの評価 10%

棚卸資産の評価 10%

収益認識 5%

その他　10%引当金の見積り 3%

金融商品の評価 5%

組織再編 5%

連結財務諸表監査におけるKAMの個数 割合
会計基準別内訳

日本基準 IFRS

1 50% 55% 25%

2 46% 45% 50%

3 4% 0% 25%

1社当たりの平均個数（個） 1.54 1.45 2.0
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当法人における2021年3月期のKAMの実績

連結財務諸表監査のKAM領域とその構成比

KAM適用初年度を終えて

監査品質管理担当パートナー

山本  剛

日本において2018年7月に「監査基準の改定に関する意見書」が公表され、正式に
KAMの導入が決まると、品質管理部において準備を始めました。
2021年3月期の本番適用初年度においては、監査チームが作成したKAMの決定過程や
草案について協議を重ねながら、被監査会社の企業環境の理解を踏まえた監査リスクを
適切に反映したKAMとなるためのサポートを実施しました。
2年目のKAMとなる2022年3月期は、初年度における各社の固有の情報に基づいた監
査チームによるKAM作成の経験を踏まえて、被監査会社を取り巻く企業環境の変化に
応じて、監査チームにおいて監査リスクの特定ならびにKAMの内容についてどのよう
に見直しが行われ、更新されていくか、確認していくことを考えています。

監査の品質管理体制



完全オンラインで
最新の状況をリアルタイムで連携

監査チーム

被監査会社監査チーム

監査責任者

審査担当者

資料の依頼 依頼資料の
アップロード

資料の
ダウンロード

1 2
3
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導入率

100%

導入率

78%

監査におけるテクノロジー活用 

Connectは、監査のあらゆる段階において迅速、効率的かつ
安全に被監査会社と情報共有を行うシステムです。

Connect / 
Connect Audit Manager

• タイムリーなステータス管理
　 ○  被監査会社と監査チームの双方にて、タイムリーなモニタ
リングが可能

• 多様なコミュニケーション機能
　 ○被監査会社とのコミュニケーション
　 ○グループ監査チームとのコミュニケーション

• 安全かつ安心なデータ共有
　 ○誤送信による情報漏えいのリスクを防止
　 ○セキュリティが確保されたウェブ環境を提供
　 ○  Auraと連動し、受領した情報をオンラインで直接Auraに

転送

Connect の特徴

Auraは、監査業務に関するグローバルな電子監査調書シス
テムであり、PwCが全世界で実施する全ての監査業務に使用
されています。従来の複数拠点の監査をサポートするワーク
シェア機能や品質チェック機能に加えて、以下の特徴を持つ最
新バージョンのAura Platinumにより高品質かつ効率的な監査
を実現しています。

Aura Platinum

• ワークフロー機能管理およびダッシュボードによるリアルタイム
モニタリング

• 完全オンライン化によるセキュリティ向上

• 監査手続の一部自動化

Aura Platinumの特徴
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監査の品質管理体制

Real-Time Assurance Dashboard

Real-Time Assurance Dashboardは、監査業務の日常的監
視のためのツールです。主に内部監査室および品質管理部が進
行中の監査業務の電子監査調書システム（Aura Platinum）に
直接アクセスして、さまざまな条件での抽出を行うことによ
り、監査業務の進捗状況や設定・ロジックの異常点を適時に発
見し、早期の是正を促します。

データ可視化ツール

監査で用いられるデータは膨大な量で、かつ、数値を主とす
ることから、そのままでは十分に理解することが困難な場合が
あります。これらのデータをビジュアルで表現することによ
り、データからより多くの情報を引き出すことができるように
なります。また、ビジュアルで表現することは、知識量や立場
が異なる場合でもイメージを容易に共有できるため、相互理解
が促進され深度ある監査を実現できます。

データ分析ツール

スプレッドシートでは処理しきれない大量のデータを迅速に
加工できる分析ツールを導入し、幅広いデータを効果的かつ効
率的に分析することで、より多くの洞察を被監査会社に提供し
ていきます。



仕訳、有価証券、
投資ファンド、
暗号資産データ

分析・視覚化

データ投入1

2

Halo for Journals Halo for Investments Halo for Funds Halo for Crypto Solution
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Halo

PwCは、膨大なデータ分析の迅速化や結果の視覚化を可能
とするデータ利用監査システムとして、Haloを開発していま
す。

Halo for Journals

コンピューター利用監査技法（CAAT）による仕訳データの分
析をより効果的かつ効率的に、そしてより視覚的に実施するシ
ステムです。

電子確認状システムの導入により、確認状の発送および回収
業務の効率化と回答結果に対する迅速なフォローアップを実現
します。確認手続では、国内の4監査法人で運営する会計監査
確認センター合同会社（ACC）による電子確認状システムの利
用の準備を進めています。

電子確認状システム

Extractは、被監査会社のERP（統合基幹システム）から会計
データを自動で抽出します。データは暗号化・圧縮され、PwC

のセキュアなデータプラットフォームに連携されます。これま
で手作業で実施されていたデータの取得を自動化し、データ提
供プロセスを簡素化することで、被監査会社と監査人の双方の
時間を削減します。連携されたデータは一定のフォーマットに
変換され、監査調書システムなどと連携することで監査の効率
化・高品質化を実現します。

Extract

導入に向けて検討を行っている監査ツール
導入に向けて検討を行っている監査ツールの概要は以下のとおりです。
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監査の品質管理体制

Robotic Process Automation 
（RPA）Data Platform

AI－リスク評価システム

Data Platformは、Extractと併せ、被監査会社のデータを安
全に取得・送信・格納します。また、Data Platform上で、格
納したデータに対してデータ可視化ツールやデータ分析ツール
などのツール群を操作しながら監査手続を行うことができ、深
度ある監査の効率的な実施を可能にします。

AIを活用したリスク評価システムは、過去の財務諸表データ
をもとにしたモデルであり、企業の財務諸表をインプットする
ことでリスクが高い勘定科目や領域を検出するシステムです。

監査チームが業務の切り出しを行う場合、いつでも誰でも気
軽に依頼ができるようオンライン上に設置されたロボット受
付システムを利用します。このシステムは、リクエストの受
付、業務の振り分け、メールによる受付や作業完了の連絡を
Robotic Process Automation（RPA）が行います。

GL.ai は、監査人の経験に基づく判断を再現できるよう組ま
れたアルゴリズムに従い、アップロードされた総勘定元帳にあ
る全ての取引、ユーザー、金額、アカウントを調べ、不自然な
取引を検出します。

GL.ai
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デジタル時代に向けた 
カルチャー醸成の取り組み

デジタルアクセラレーター
特定のデジタルツールを用いたビジネス分析、データ分析／

可視化、デジタル技術による自動化処理、およびAIに関するト

レーニングを受け、一定水準以上のデジタルスキルを習得する

と、デジタルアクセラレーターに任命されます。デジタルアクセ

ラレーターは今後の法人デジタル化を推進する役割を担います。

デジタル研修
パートナーおよび職員に対して監査実務を想定したデータ分

析ツールやデータ可視化ツールに関するデジタル研修を実施

しています。さらに、デジタル研修の受講を完了した人に対

して、デジタル変革に関する法人全体の方向性や取り組みを学

び、より高度なデジタルスキルを習得する機会を設けること

で、デジタル時代に向けた現場の意識改革を促しています。

Digital Badge

Digital Badgeは、PwCグローバルネットワークで共通の
デジタル資格認証のプラットフォームです。Digital Questや
デジタルアクセラレーターをはじめとする法人内のDigital 

Upskillingプログラムを通じて習得した各自のデジタル知識・
スキルを認定・視覚化し、容易に共有することが可能になりま
す。Digital Badgeには、デジタル知識を認定する �Knowledge 

Badge� とデジタルスキルを認定する �Skill Badge� がありま
す。2021年度からDigital Badgeの運用を開始しました。

Digital Fitness

Digital Fitnessは、デジタルに関する知識やリテラシーの
向上を目的に、PwCが開発したモバイルアプリケーションで
す。デジタル感度をスコア化するアセスメントと、60のデジタ
ルキーワードで分類された300もの学習コンテンツで構成され
ています。学習コンテンツは定期的に更新されるため、デジタ
ル関連の基礎知識や最新のトレンドを継続的に学習でき、法人
全体のデジタルに関する知識やリテラシーの向上に活用されて
います。

Digital Quest

Digital Quest は、デジタル活用によって仮想クライアント
のビジネス課題を解決するシミュレーション型eラーニングで
す。Digital Fitnessなどで学んだ知識・スキルを発揮して、4
つのシナリオの最後に登場するアセスメントをクリアすること
で、PwCのデジタル資格認証である �Digital Badge� を取得で
きます。デジタル社会における監査の品質向上のために、法人
全体で取り組みを進めています。



サイバーセキュリティ

ネットワーク防御 エンドポイント防御

クラウド防御

アイデンティティ
セキュリティ

24時間監視
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情報セキュリティの管理体制 

情報セキュリティの管理体制
監査業務では、被監査会社から機密情報を含むさまざまな情

報を入手します。

これらの情報が外部に漏えいした場合、被監査会社に対して

多大な損害を与え、また、当法人の信頼を揺るがしかねない事

態となります。特に、当法人はテクノロジーを最大限に活用し

た監査を推進していることから、情報セキュリティについて万

全の管理体制を整備しています。

サイバーセキュリティ
ランサムウェアをはじめ、サイバー攻撃の脅威は年々増して

きています。当法人では、PwCネットワークの情報セキュリ

ティ部門である、ネットワーク・インフォメーション・セキュ

リティ（NIS）と連携し、ネットワーク防御、エンドポイント防

御、クラウド防御、アイデンティティセキュリティ、24時間365

日監視といったサイバー攻撃に対応する体制を構築しています。

監査の品質管理体制

情報セキュリティインシデントへの対応
PwCネットワークによる24時間監視をはじめ、情報セキュ

リティインシデント発生時においては、セキュリティホットラ

インへの速やかな報告を義務付けています。

インシデント発生時には、NISを中心に、リスク管理部門、

法務部門、インシデント発生部門等、関係者が協力しながら対

応する体制を整備しています。
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人材育成

PricewaterhouseCoopers Kyoto

監査品質に関する報告書 2021
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戦略的な人材配置
職員がプロフェッショナルとして自己成長できるよう、職員の経験
や能力を考慮した戦略的な人材配置を計画しています。

グループ制によるコミュニケーション
グループリーダーを中心に身近な上司や同僚とのコミュニケーショ
ンを促進し、各監査チームの実務で得た経験や知識を共有できる
ようにしています。

研修と経験
常に全ての職員が監査および会計に係る最新の知識に更新できる
よう、階層別の研修やトピック別の研修を計画・実施しています。

人事評価
品質管理能力を最重視した評価方針を明確にし、職員の成長の
ためのフィードバックを実施しています。

1

2

3

4

1

2

3

4 PwC京都監査法人の
人材育成方針
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人材育成方針 

当法人では、人材育成のために以下の4項目について重点的 

に取り組むことにより、全ての職員がプロフェッショナルとし 

て成長し、より高い品質の監査業務の提供を実現できると考え  

ています。

また、真のプロフェッショナルとなるために備えるべき素養

を明示し、求める人材像を定義した �PwC Professional� とい

うフレームワークに基づいて人材育成に取り組んでいます。

戦略的な人材配置 

当法人では、パートナーからスタッフ、アソシエイトまでの

全ての職員一人ひとりがプロフェッショナルとしての高い意識

を持ち、自ら経験や知識、能力を高めることにより、監査チー

ムメンバーが一丸となって高品質の監査業務の提供を実現でき

ると考えています。そのため、職員の経験や能力を考慮した戦

略的な人材配置を行うことにより、プロフェッショナルとして

自己成長する機会を提供しています。

基本研修に加えてオンザジョブトレーニング、監査業務に限

定されないさまざまな専門業務での経験や研修の機会を提供す

るとともに、海外のPwCのメンバーファームとの人材交流を

通じて、積極的に海外駐在員を派遣し、各職員の知識、経験、

能力の向上を支援しています。

また、出産前後および育児休暇を終えた女性スタッフについ

て時間を短縮した勤務や在宅勤務を積極的に導入し、法人に長

く勤務して活躍できる機会を提供しています。

グループ制によるコミュニケーション 

当法人では、職員がコミュニケーションを図りやすい環境を

整備するため、グループ制を採用しています。アシュアランス

本部をグループに区分し、グループリーダーが中心となって身

近な上司と同僚とのコミュニケーションを増やし、会計および

監査業務における相談や指導の頻度を向上させることで、風通

しの良い環境を構築するとともに、職員一人ひとりが成長でき

る機会を提供しています。

また、グループリーダーおよびグループの運営委員はコミュ

ニケーションを通じて把握した各職員の経験や知識、能力、強

みを最大限に活かせるようにチームメンバーを選任し、調和の

とれた監査チームの編成を行っています。

加えて、各監査チームの監査実務において得られた経験や知

識は、積極的にグループ内で展開・共有され、監査品質の向上

に役立てられています。



※新入所員については、独立性・コンプライアンス・PwCカルチャー・監査品質に関する研修や、入所までの経験を考慮したうえで、個人に合わせた研修を実施しています。

新入所員 スタッフ シニア
スタッフ

スーパー
バイザー マネージャー シニア

マネージャー ディレクター パートナー

人事系

定期採用
通年採用
プログラム

PwCカルチャー、ブランド、メンタルヘルス

New Manager New Partner

倫理系 年次職業倫理研修（独立性、コンプライアンス、情報セキュリティ）

専門能力

会計監査年次研修

IFRS研修

部門別専門領域研修　例：リスク・アシュアランス等

監査ツール研修等

不正事例研修

Digital Upskilling（デジタル研修、Digital Fitness）
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研修 

研修
当法人では、研修を「継続的な成長のための学びの機会」と位

置付けています。

高品質な監査を提供できる人材を育成するためには、最新の専

門知識を常にアップデートし、年次や役割に応じたスキルを身に

付けていくことが必要であると考えます。

監査業務に関する研修プログラム
当法人を含むPwCメンバーファームは、世界中で一貫した高

品質の監査を提供するため、グローバルで共通した教育研修カリ

キュラムを実施しています。当法人のパートナーおよび職員は、

研修を通じて、PwCが世界で共通して採用する監査アプローチで

あるPwC Auditおよびこれに関連する監査ツールの適用方法、

ならびに、監査リスクが高いとされる領域およびその対応手続な

ど、PwCネットワークで一貫した知識を習得します。これに加え

て、当法人では、わが国独自の法令、会計および監査の基準、

税務、不正事例ならびに品質管理レビューの結果のフォローアッ

プなど、監査のコアスキルを磨く独自の研修を実施しています。ま

た、監査に従事するパートナーおよび全職員を対象として、職業

倫理および独立性に関する研修を実施している他、情報セキュリ

ティに関する研修も実施しています。

また、職員の経験年数などに応じて、自身のみならず他者の成

長を支援するためのコーチングスキル等、人材育成、およびリー

ダーシップを体得するために必要となるソフトスキルに関する研修

を実施しています。

業務に必要な語学スキルについては、レベルチェックの機会

を設け、短期間の集中プログラムも実施しています。さらに IFRS

（国際財務報告基準）任意適用会社の拡大に備えて、全ての監査

業務に従事するパートナーおよび職員への IFRSの必須研修を実

施しています。

研修の内容は必要に応じて見直し、社会の変化やニーズに対応

したプログラムを提供しています。近年のESGに関する社会的な

関心の高まりを受け、ESG研修などの新たな研修も案内しています。

監査業務に従事するパートナーおよび専門職員は、必須研修

を含め年間40時間（または同等の学習単位）以上の研修を受講

することとしており、その達成状況のモニタリングを実施していま

す。さらに、研修をより効果的なものとするために、多くの研修に

おいて事後の確認テストを実施しています。また、研修プログラム

および講師による研修の進め方などに関して、研修受講者からの

フィードバックアンケートを実施し、研修の有効性を評価するとと

もに、さらに実効性の高い研修の実施に活かしています。

人材育成
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異動・働き方改革 

PwCネットワーク内外の異動・出向・転籍
当法人は、例えば品質管理部をはじめとした法人内の他部門

への異動に加えて、PwCネットワーク内の出向や転籍を可能

にする制度を採用しています。これにより、個々人が異なる専

門性を身に付けキャリアの幅を広げるとともに、PwCネット

ワーク内の活発な人材交流に寄与しています。多様な経験を積

み、会計・監査業界をリードしていくための人脈の拡充を図る

ため、PwCネットワーク外の団体または組織等への出向も積

極的に行っています。今後も、これらのPwCネットワーク内

外での人材交流を拡充し、個々人の専門性のさらなる向上と組

織全体の成長・発展に向けて取り組んでいきます。

働き方改革への取り組み
当法人では、働き方改革への取り組みとして、全職員を対象

にフレックスタイム制度を導入しています。勤務時間の決定と

いった時間の使い方を柔軟に各人に任せると同時に、在宅勤務

等の利用によって勤務場所にも柔軟性を持たせるという2つの

面から、フレックスタイム制度を導入しています。通勤時間の

削減やラッシュアワーの回避等のメリットと週休3日の実現も

可能となり、働き方の柔軟性を向上させ、仕事の質を高めると

ともに、生活の質も向上させることを目的としています。各職

員が自らの業務の量と時期を見える化して、自分自身の働き方

や生活のペース、スタイルに合わせて適宜に時間をマネジメン

トし、勤務場所も選択することで、柔軟性を持った時間の使い

方の実現が可能な環境となっています。

2019年4月1日から施行された改正労働基準法に対応して、

職員の健康を阻害する長時間労働を回避するために勤怠管理、

特に残業時間や休日の取得状況のモニタリングを強化していま

すが、同時に業務の年間を通じた平準化だけでなく、プロセス

の標準化や見える化などを通じて、業務効率の促進を図ってい

ます。

人事システムWorkdayの導入
PwCがグローバルで進めているデジタルプラットフォーム

変革の一環として、海外の先進的な企業が積極的に取り入れて

おり、日本でも導入を試みる企業が出始めている人事システ

ム、Workdayを導入しています。
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人事評価 

パートナーの人事評価
当法人におけるパートナーの人事評価は、各パートナーが毎年、 

個人のアクションプランを作成し、そのアクションプランの達

成状況の自己評価を行うとともに、パートナー評価委員会が各

パートナーの能力を定量的に評価し、経営会議に報告します。 

経営会議では、その結果に基づいて検討し、パートナーの報酬

を決定します。評価にあたっては、監査業務の品質管理能力を

最重要項目に据えて、外部規制当局等の監査業務に対する検

査・レビュー結果を反映します。

職員の人事評価
当法人における職員の人事評価のフレームワークとして、

PwCネットワークで採用されている、Global Leadership 

Development Experience（Global LDE）を導入しています。

当法人の職員が将来に向けて高いスキルや能力を習得する

ことを目指し、求める人材像としてのPwC Professionalのフ

レームワークに基づいて、日々のコミュニケーションを通じ

て、適時にコーチングやフィードバックを行い、良い点および

改善すべき点についての意見交換を行っています。

また、職員はコーチと年初に「将来の成長」に着目して年度

の目標を設定するとともに、前述の日々のコミュニケーション

により継続的な能力開発に取り組み、年度末には各業務の業績

評価と目標の達成度についてコーチと議論を行い、その評価結

果を昇格に反映します。

また、コミュニケーションにおいて、コーチは各職員からの

将来の目標や希望、悩みを聞き、法人からの期待を伝えること

により、将来のスキルや能力の向上、モチベーションの向上を

サポートしています。

人事担当パートナー 

鍵  圭一郎

人事担当パートナーからのメッセージ 人事担当パートナーからのメッセージ 

当法人では、全ての職員がプロフェッショナルとして成長し、より高い品質の監査業務
の提供を目指して、職員一人ひとりが高い意識を持ち、自ら経験や知識、能力を高める
ことができるように、職員の経験や能力を考慮した戦略的な人材配置を行うとともに、
PwCネットワーク共通の研修の機会を提供しています。また、新型コロナウイルス感
染症拡大に伴う新しい働き方への移行の一環として、在宅勤務を積極的に活用する一方
で、ウェブ会議を利用したコミュニケーションの頻度を増やし、職員が従来と同様にコ
ミュニケーションを図りやすい環境を整備することで、全ての職員がモチベーションを
持って業務に取り組めるよう努めています。

人材育成
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2017年3月31日に金融庁より公表された「監査法人の組織

的な運営に関する原則」（監査法人のガバナンス・コード）は、

上場企業等の監査を担う監査法人の組織的な運営に関する原則

を規定しています。

当法人は、この監査法人のガバナンス・コードを採用してい

ます。現時点の各指針に対する当法人の対応状況および検証結

果は、以下の表に記載しています。

監査法人の 
ガバナンス・コードへの対応状況

　

原則・指針 対応状況 説明箇所 検証結果

監
査
法
人
が
果
た
す
べ
き
役
割

原則
1

監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展
に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その
能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。

指針
1-1

監査法人は、その公益的な役割を
認識し、会計監査の品質の持続的
な向上に向け、法人の社員が業務
管理体制の整備にその責務を果たす
とともに、トップ自ら及び法人の構
成員がそれぞれの役割を主体的に果
たすよう、トップの姿勢を明らかにす
べきである。

対応済

p.2
PwC京都監査法人
の基本理念

p.4
マネージングパートナー
からのメッセージ

●マネージングパートナーが、当法人における品質管理
のシステムに関する最終的な責任を負います。

●マネージングパートナーはパートナーや職員との会議や
メールを通じて、特に、私たちの存在意義、監査品質
とは何か、監査品質を向上させるために何が必要かな
どについてのメッセージを発信しています。代表的なコ
ミュニケーション手段とその概要は以下のとおりです。

－年初に、当法人の行動規範を確認し、行動規範研修を
実施しています。研修では、監査品質の向上には正し
い行動が必要であることを強調しています。

－定期的に開催される事務所運営の会議等では、監査品
質の向上について議論し、パートナー間で監査品質に
関する情報の共有を図っています。

－マネージングパートナーは、必要に応じて、監査品質
が最重要課題であることについて、全職員に対して電
子メールでのメッセージを発信しています。

p.12
PwC京都監査法人の
組織体制と
ガバナンス体制

＜社員総会＞

● 定時社員総会は決算日後2カ月内に開催されることに
なっており、直近では2021年8月に開催されています。
また、臨時総会が2021年6月に開催されています。

● 社員総会は、監視委員会における監視の対象となって
います。
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原則・指針 対応状況 説明箇所 検証結果

監
査
法
人
が
果
た
す
べ
き
役
割

指針
1-1

監査法人は、その公益的な役割を
認識し、会計監査の品質の持続的
な向上に向け、法人の社員が業務
管理体制の整備にその責務を果たす
とともに、トップ自ら及び法人の構
成員がそれぞれの役割を主体的に果
たすよう、トップの姿勢を明らかにす
べきである。

対応済

p.12
PwC京都監査法人の
組織体制と
ガバナンス体制

＜経営会議＞

● 経営会議メンバーとしてマネージングパートナーと2名
のパートナーが選任されています。

● いずれの構成員も監査実務等に係る能力を備え、リー
ダーシップを発揮できる人材であり、経営会議において
法人の優先的な経営課題に対応し、共通の価値観を持
ちながらも異なった視点から議論ができることを考慮し
て選任しています。

● 経営会議は必要に応じて随時開催されており、2020年
7月から2021年6月までの間に計40回程度開催されて
います。

● 経営会議も、社員総会同様に監視委員会における監視
の対象となっています。

＜監視委員会＞

● 2019年8月の社員総会において経営会議メンバーでな
い2名のパートナーが選任されています。

●監視委員会メンバーは社員総会のメンバーでもあること
から、社員総会への出席を通じて審議の過程を監視す
る他、経営会議議事録および添付資料を閲覧しています。

● 監視委員会メンバーは、議事録等の閲覧および総務担
当パートナーへのヒアリングを行い、重要事項の決定
内容および決定過程をモニタリングしています。

●監視委員会は諮問委員会に活動状況を報告しています。

＜諮問委員会＞

● 2017年10月1日に諮問委員会規程が制定されています。

● 諮問委員はマネージングパートナーと社員総会で選任
された社外有識者2名から構成されています。

● 諮問委員会規程第８条において、諮問委員会は、以下
の事項について審議をし、経営会議に対して助言・提
言を行うと定め、その役割を明確にしています。

（1）組織的な運営の実効性に関する評価への関与

（2）経営機関の構成員の選退任、評価および報酬の
決定過程への関与諮問

（3）法人の人材育成、人事管理・評価および報酬に
係る方針の策定への関与

（4）内部および外部からの通報に関する方針や手続の
整備状況や、伝えられた情報の検証および活用状
況の評価への関与

（5）被監査会社、株主その他の資本市場の参加者等
との意見交換への関与

（6）その他、法人の認識する課題等に対応するために
諮問が必要と認めた事項

● 2017年10月に第1回目の諮問委員会が開催され、そ
の後、原則として、年4回開催されています。

●第2回からは監視委員会メンバーも参加して、活動報告
を行っています。

監査法人のガバナンス・コードへの対応状況
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原則・指針 対応状況 説明箇所 検証結果

監
査
法
人
が
果
た
す
べ
き
役
割

指針
1-2

監査法人は、法人の構成員が共通
に保持すべき価値観を示すとともに、
それを実践するための考え方や行動
の指針を明らかにすべきである。

対応済 p.28
職業倫理

●当法人の職業倫理に関する規程に、当法人のパートナー
および職員は、当法人が作成する「行動規範」に従っ
た行動をし、PwCネットワークのリスク・マネジメント・
ポリシーを参考ガイダンスとして適用する、との定めが
あります。

●また、PwCネットワークの行動規範の遵守と同時に、
当法人が作成した行動規範や日本公認会計士協会の倫
理規則等を遵守することも求めています。

● PwCネットワークの行動規範には、行動規範だけでな
く、贈収賄防止、機密保持、公正競争阻害防止、マネー
ロンダリングおよび反社会的勢力、独立性、インサイダー
取引などの項目が含まれています。 

● 当法人の「行動規範」は、初心を忘れないこと、誰の
ために働いているのかを忘れないこと、などをはじめと
して、9つの規範から成り立っており、また、IESBA倫
理規程、公認会計士協会倫理規則に定める、職業的
専門家としての倫理の基本原則5つ（誠実性、公正性、
専門的能力、守秘義務、正当な注意）の内容が含ま
れています。

指針
1-3

監査法人は、法人の構成員の士気
を高め、職業的懐疑心や職業的専
門家としての能力を十分に保持・発
揮させるよう、適切な動機付けを行
うべきである。

対応済

p.41
研修

p.42
異動・働き方改革

● 当法人を含むPwCメンバーファームは、世界中で一貫
した高品質の監査を提供するため、グローバルで共通
した教育研修カリキュラムを実施しています。

● 教育研修グループリーダーは実施したアンケート集計結
果の閲覧権限を保有しているため随時確認することが
でき、必須研修のアンケート集計結果（研修評価、講
師評価）を取りまとめて年次でPwCネットワークに送
付しています。

●上記に加えて、当法人では、以下の研修を実施しています。

－わが国独自の法令、会計および監査の基準、税務なら
びに不正事例など、監査のコアスキルを磨く独自の研修 

－職業倫理および独立性に関する研修

－情報セキュリティに関する研修

－コーチングスキル等、人材育成、およびリーダーシップ
を体得するために必要となるソフトスキルに関する研修

－語学研修

－ IFRS研修

● 近年のESGに関する社会的な関心の高まりを受け、
ESG研修などの新たな研修も案内しています。

● CPE（継続的専門研修制度）単位未取得者に対しては、
教育研修グループ担当者より督促が行われます。最終
的に単位未取得者がいないことの確認結果が、マネー
ジングパートナーに報告されています。

● 2021年3月末までの期間におけるCPE単位取得を対象
者全員が完了した旨の報告は、4月に実施されています。

2021年6月30日時点で、以下のとおり出向者が存在しま
す。海外メンバーファーム：3名／事業会社：2名

p.43
人事評価

指針 4-2 検証結果参照
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原則・指針 対応状況 説明箇所 検証結果

監
査
法
人
が
果
た
す
べ
き
役
割

指針
1-4

監査法人は、法人の構成員が、会計監
査を巡る課題や知見、経験を共有し、 
積極的に議論を行う、開放的な組織
文化・風土を醸成すべきである。

対応済

p.22
監査チーム内の
コミュニケーション

● 当法人では、監査計画立案時のキックオフミーティング
の中で、リスク認識およびリスク対応手続についての理
解を共有することになっています。

p.22
監査の実施

●当法人では、PwC Auditにおいて、チームミーティング
のガイダンスや経営者とのコミュニケーションのガイダン
スを定めており、具体的に何を議論すべきかを示してい
ます。

p.24
監査品質を
支援する体制

●品質管理部は、6グループ（クオリティ・レビュー・グルー
プ、会計品質管理グループ、監査品質管理グループ、
教育研修グループ、リスク管理グループ、コンプライア
ンスグループ）に分かれており、知見や経験を有するリー
ダーが割り当てられています。　

● 毎月の品質管理会議にて、専門的な見解の問い合わせ
状況が各グループから報告され、共有されています。

p.40
グループ制による
コミュニケーション

●アシュアランス本部は、京都事務所では11グループに
分かれ、東京事務所では６つのグループに分かれています。

●グループリーダーが中心となってコミュニケーションを増
やし、風通しの良い環境を構築するとともに、職員一
人ひとりが成長できる機会を提供しています。

指針
1-5

監査法人は、法人の業務における
非監査業務（グループ内を含む）の
位置づけについての考え方を明らか
にすべきである。

対応済
p.27
非監査業務の
提供と制限

●監査業務で培ったノウハウをもとに非監査業務を提供す
ることにより、企業が抱える課題を解決し、企業価値
の向上に貢献できると考えておりますが、独立性の観
点から、以下のとおり、提供可能かどうかのチェックを
実施した上で業務を提供しています。 

（1） 非監査業務の提供に際して、コンプライアンス担当パー
トナーが受入審査資料を査閲し、独立性の観点から
業務受入の可否について検討し、承認を行っています。

（2） AFS（業務提供時の承認）システムによって、構成
単位の監査人から提供される予定の非監査業務が独
立性の観点から問題ないことを、各グループ監査チー
ムの承認担当パートナーが確かめています。

●コンプライアンスグループは、監査チームから承認済業
務一覧を入手し、監査チームの担当パートナーの承認
結果の妥当性を確かめています。

監査法人のガバナンス・コードへの対応状況
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原則・指針 対応状況 説明箇所 検証結果

業
務
運
営

原則
2

監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するため、実効的に経営（マネジメント）機能
を発揮すべきである。

指針
2-1

監査法人は、実効的な経営（マネ
ジメント）機関を設け、組織的な運
営が行われるようにすべきである。

対応済 p.12
経営会議

指針 1-1 ＜経営会議＞検証結果参照

指針
2-2

監査法人は、会計監査に対する社会の期待に応え、組織的な運営を確保するため、以下の事項を含め、重要な業務運営における経営
機関の役割を明らかにすべきである。

● 監査品質に対する資本市場からの
信頼に大きな影響を及ぼし得るよ
うな重要な事項について、監査法
人としての適正な判断が確保され
るための組織体制の整備及び当
該体制を活用した主体的な関与

対応済
p.25
不正リスクへの
対応体制

● 当法人では、PwC Auditの中で、不正リスクに対応し
た監査業務の方針や調書査閲に関する方針を定めてい
ます。 

● 監査の新規受入および契約更新に伴うリスク評価項目
の中に、不正リスクに関する質問が含まれています。

● 不正に関する教育・研修の機会を設けており、過去の
不正事案を踏まえたケーススタディを取り入れるなど、
監査従事者の職業的懐疑心を高める研修を実施してい
ます。

●リスク管理グループに不正を示唆する状況として寄せら
れる相談の中で不正の疑義がある状況と判断された場
合は、リスク管理担当パートナーが追加で監査チーム
の判断を審査しています。

● 監査上のリスクを把握し、これに
適切に対応するための、経済環境
等のマクロ的な観点を含む分析や、 
被監査会社との間での率直かつ深
度ある意見交換を行う環境の整備

対応済 p.22
監査の実施

● 当法人では、PwC Auditを全面適用することが大方針
となっており、PwC Auditの中で監査チームが経済環
境等のマクロ的な分析や被監査会社との意見交換を行
うためのガイダンスが整備され、実際に運用されています。

● 法人の構成員の士気を高め、職
業的専門家としての能力を保持・
発揮させるための人材育成の環境
や人事管理・評価等に係る体制
の整備

対応済 p.40
人材育成方針

指針 1-3「研修」および「異動・働き方改革」、
指針 1-4「グループ制によるコミュニケーション」、
指針 4-2「人事評価」および
指針 4-3「戦略的な人材配置」の各検証結果参照
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原則・指針 対応状況 説明箇所 検証結果

業
務
運
営

指針
2-2

● 監査に関する業務の効率化及び
企業においても IT化が進展するこ
とを踏まえた深度ある監査を実現
するための ITの有効活用の検討･ 
整備

対応済

p.32
監査における
テクノロジー活用

● 当法人では、全ての監査業務において例外なく電子
監査調書システムAura Platinumを使用することに
なっています。Connect（情報交換ツール）につい
ても原則全ての監査先との業務に使用しています。ま
た、モニタリングツールであるReal-Time Assurance 
Dashboardについても個別監査業務のレビューにおい
て使用しています。その他のテクノジーについても、他
のファームでの運用事例を参考に導入を検討していく予
定です。

p.37
情報セキュリティの
管理体制

● 当法人では、特定のパートナーを情報セキュリティ管理
責任者および個人データ管理責任者に定めています。

● 入所時にパートナーおよび職員全員より情報の非開示
を含む誓約書を入手しています。

● 情報セキュリティに関する研修が直近では2021年3月
末期限のeラーニングにて実施されており、「最近のイ
ンシデント、ヒヤリハット」「SNSの利用」「リモートワー
クでの対応」等の内容を全員に理解・周知させています。

●法人貸与PC起動時および社内ネットワーク接続時には
IDおよびパスワード入力が必要で、また、監査業務で
使用するシステムへのアクセスの際にもアクセス制限が
設けられています。また、持ち出し用PCは、ローカル
ドライブにデータ保存ができない設計になっています。

●情報セキュリティインシデント発生時には、PwCネットワー
クの情報セキュリティ部門である、ネットワーク・インフォ
メーション・セキュリティ（NIS）を中心に、リスク管
理部門、法務部門、インシデント発生部門等、関係者
が協力しながら対応する体制を整備しています。

指針
2-3

監査法人は、経営機関の構成員が
監査実務に精通しているかを勘案す
るだけではなく、経営機関として、
法人の組織的な運営のための機能
が十分に確保されるよう、経営機関
の構成員を選任すべきである。

対応済 p.12
経営会議

指針 1-1 ＜経営会議＞検証結果参照

　

監査法人のガバナンス・コードへの対応状況
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原則・指針 対応状況 説明箇所 検証結果

業
務
運
営

原則
3

監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する
機能を確保すべきである。

指針
3-1

監査法人は、経営機関による経営
機能の実効性を監督・評価し、それ
を通じて実効性の発揮を支援する機
能を確保するため、監督・評価機関
を設け、その役割を明らかにすべき
である。

対応済 p.12
監視委員会

指針 1-1 ＜監視委員会＞検証結果参照

指針
3-2

監査法人は、組織的な運営を確保し、 
公益的な役割を果たす観点から、自
らが認識する課題等に対応するため、 
監督・評価機関の構成員に、独立
性を有する第三者を選任し、その知
見を活用すべきである。

対応済
p.12
諮問委員会からの
助言・提言への対応

●諮問委員会との対話を通じて監査業務のモニタリングの
強化の必要性などについて助言をいただいており、監
査業務ごとの業務執行社員の関与割合のモニタリング
強化などの対応を行いました。

指針
3-3

監査法人は、監督・評価機関の構
成員に選任された独立性を有する第
三者について、例えば以下の業務を
行うことが期待されることに留意し
つつ、その役割を明らかにすべきで
ある。

● 組織的な運営の実効性に関する
評価への関与

● 経営機関の構成員の選退任、評
価及び報酬の決定過程への関与

● 法人の人材育成、人事管理・評
価及び報酬に係る方針の策定へ
の関与

● 内部及び外部からの通報に関する
方針や手続の整備状況や、伝えら
れた情報の検証及び活用状況の
評価への関与

● 被監査会社、株主その他の資本
市場の参加者等との意見交換へ
の関与

対応済 p.12
諮問委員会

指針 1-1 ＜諮問委員会＞検証結果参照

指針
3-4

監査法人は、監督・評価機関がそ
の機能を実効的に果たすことができ
るよう、監督・評価機関の構成員に
対し、適時かつ適切に必要な情報
が提供され、業務遂行に当たっての
補佐が行われる環境を整備すべきで
ある。

対応済 p.12
諮問委員会

●監視委員会のメンバーは、社員総会に出席している他、
社員総会議事録を閲覧できる環境にあります。また、
経営会議の議事録を閲覧することもできます。

● 諮問委員会には、監視委員会の活動記録の他、外部
の検査・レビューの結果の報告や結果を受けた改善プ
ランおよびその改善状況を報告しています。

● 諮問委員会メンバーには、委員会当日の報告資料を事
前に送付しています。
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原則・指針 対応状況 説明箇所 検証結果

業
務
運
営

原則
4

監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監
査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。

指針
4-1

監査法人は、経営機関が監査の現
場からの必要な情報等を適時に共有
するとともに経営機関等の考え方を
監査の現場まで浸透させる体制を整
備し、業務運営に活用すべきである。
また、法人内において会計監査の品
質の向上に向けた意見交換や議論
を積極的に行うべきである。

対応済
p.40
グループ制による
コミュニケーション

指針 1-4 検証結果参照

指針
4-2

監査法人は、法人の構成員の士気
を高め、職業的専門家としての能力
を保持・発揮させるために、法人に
おける人材育成、人事管理・評価
及び報酬に係る方針を策定し、運用
すべきである。その際には、法人の
構成員が職業的懐疑心を適正に発
揮したかが十分に評価されるべきで
ある。

対応済 p.43
人事評価

＜パートナー＞

●各パートナーが毎年、個人のアクションプランを作成し、
そのアクションプランの達成状況の自己評価を行います。

●パートナー評価委員会が各パートナーの能力を定量的
に評価し、経営会議に報告します。

●経営会議では、その結果に基づいて検討し、パートナー
の報酬を決定します。

● 評価にあたっては、監査業務の品質管理能力を最重要
項目に据えて、外部規制当局等の監査業務に対する検
査・レビュー結果を反映します。

＜職員＞

●当法人における職員の人事評価のフレームワークとして、 
PwCネットワークで採用されている、Global LDEを導
入しました。

● 職員はコーチと年初に「将来の成長」に着目して年度
の目標を設定するとともに、日々のコミュニケーション
により継続的な能力開発に取り組み、年度末には各業
務の業績評価と目標の達成度についてコーチと議論を
行い、その評価結果を昇格に反映します。

監査法人のガバナンス・コードへの対応状況
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原則・指針 対応状況 説明箇所 検証結果

業
務
運
営

指針
4-3

監査法人は、併せて以下の点に留意すべきである。

● 法人のそれぞれの部署において、
職業的懐疑心を適切に発揮できる
よう、幅広い知見や経験につき、
バランスのとれた法人の構成員の
配置が行われること

対応済 p.22
監査チームの編成

● 監査責任者および審査担当者は、新規契約または契約
更新の都度、アサイン委員会でアサイン案を検討し、
経営会議で承認されています。

●アサイン委員会は3名で構成され、当法人の業務執行
責任者選任および交替規程の中の監査責任者選任の基
本方針を踏まえて、アサイン案を検討しています。

● 主査および監査チームメンバーは、グループリーダーが
中心になり、面談等での各人の希望や評価結果も踏ま
えて決定しています。

●法人の構成員に対し、例えば、非
監査業務の経験や事業会社等へ
の出向などを含め、会計監査に
関連する幅広い知見や経験を獲得
する機会が与えられること

● 法人の構成員の会計監査に関連
する幅広い知見や経験を、適正
に評価し、計画的に活用すること

対応済

p.40
戦略的な人材配置

p.24
監査品質を
支援する体制

● 非監査業務部門としてアドバイザリーグループがあり、
監査業務部門から当部門への異動もあります。

● 事業会社等への出向については、指針1-3の検証結果
参照。

●当法人では、フレックスタイム制度を導入するとともに、
在宅勤務を推進しており、各人の事情に合わせた働き
方を推進しています。

● 指針1-4の検証結果に記載のとおり、各人の知見や経
験を考慮して品質管理部各グループのリーダーを選任し
ています。

指針
4-4

監査法人は、被監査会社のCEO・
CFO 等の経営陣幹部及び監査役等
との間で監査上のリスク等について
率直かつ深度ある意見交換を尽くす
とともに、監査の現場における被監
査会社との間での十分な意見交換や
議論に留意すべきである。

対応済 p.22
監査の実施

指針 1-4 検証結果参照

指針
4-5

監査法人は、内部及び外部からの
通報に関する方針や手続を整備する
とともにこれを公表し、伝えられた
情報を適切に活用すべきである。そ
の際、通報者が、不利益を被る危
険を懸念することがないよう留意す
べきである。

対応済 p.25
監査ホットライン

● 当法人では、全職員がアクセス可能なデータベース上
にホットライン運用に関する規程を掲示しています。そ
の中で、ホットラインは、法人内の全職員および第三
者も利用できる旨、メール・FAX・書面の方法が可能
である旨、および内部窓口（事務局担当パートナー）・
外部窓口（弁護士事務所）のいずれにも通報可能であ
ること等が定められています。

●また、上記規程において「通報者に対し、通報を理由
とした不利益な取り扱いは行われないものとする」と
定めています。
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原則・指針 対応状況 説明箇所 検証結果

透
明
性
の
確
保

原則
5

監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。また、
組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。

指針
5-1

監査法人は、被監査会社、株主、
その他の資本市場の参加者等が評
価できるよう、本原則の適用の状況や、 
会計監査の品質の向上に向けた取
組みについて、一般に閲覧可能な文
書、例えば「透明性報告書」といっ
た形で、わかりやすく説明すべきである。

対応済
2017年より
「監査品質に関する報
告書」を公表しています。

● 当法人は、監査の品質に対する取り組みについてより
積極的に説明するため、2017年より「監査品質に関す
る報告書」を公表しています。

● 本原則の適用状況は、「監査品質に関する報告書」に
おいて継続的に報告します。

指針
5-2

監査法人は、併せて以下の項目について説明すべきである。

● 会計監査の品質の持続的な向上
に向けた、自ら及び法人の構成
員がそれぞれの役割を主体的に
果たすためのトップの姿勢

対応済
p.2
PwC京都監査法人の
基本理念

指針 1-1 検証結果参照

●法人の構成員が共通に保持すべき
価値観及びそれを実践するための
考え方や行動の指針

対応済 p.28
職業倫理

指針 1-2 検証結果参照

● 法人の業務における非監査業務
（グループ内を含む）の位置づけ
についての考え方

対応済
p.27
非監査業務の
提供と制限

指針 1-5 検証結果参照

●経営機関の構成や役割

対応済

p.12
PwC京都監査法人の
組織体制と
ガバナンス体制

p.12
諮問委員会

p.12
内部監査室

指針 1-1 ＜社員総会＞＜経営会議＞検証結果参照

● 監督・評価機関の構成や役割。
監督・評価機関の構成員に選任
された独立性を有する第三者の選
任理由、役割及び貢献

指針 1-1 ＜監視委員会＞＜諮問委員会＞検証結果参照

● 監督・評価機関を含め、監査法
人が行った、監査品質の向上に
向けた取組みの実効性の評価

● 評価部門である内部監査室が取り組みの実効性の評価
を行い、諮問委員会に報告し、第三者としての評価を
受けています。

● 2021年9月の諮問委員会で2020年7月から2021年6
月までの取り組みの実効性の評価結果を報告しています。

指針
5-3

監査法人は、会計監査の品質の向
上に向けた取組みなどについて、被
監査会社、株主、その他の資本市
場の参加者等との積極的な意見交
換に努めるべきである。その際、監
督・評価機関の構成員に選任され
た独立性を有する第三者の知見を活
用すべきである。

対応済

p.18
継続的改善活動

p.12
資本市場
参加者との対話

p.12
諮問委員会

●品質管理担当パートナーが毎年、監査品質における問題、 
根本原因、解決策、改善プロセス、責任者、時期、モ
ニタリングを検討し、マネージングパートナー、アシュ
アランスリーダーと協議して、改善計画を作成しています。

●各改善担当責任者からの改善状況の報告を受けた上で、
改善計画を毎月更新しています。

● 資本市場参加者等との対話については、日本公認会計
士協会の主催による準大手監査法人と投資家等との対
話に参加し、働き方改革への取り組み、監査上の主要
な検討事項、独立性に関する認識、業務執行社員の関
与、グループ監査、ITの活用などについて意見交換を行っ
ています。

指針
5-4

監査法人は、本原則の適用の状況
や監査品質の向上に向けた取組みの
実効性を定期的に評価すべきである。

対応済 p.12
諮問委員会

● 本原則の適用状況について、内部監査室が毎年評価し
て諮問委員会に報告するとともに「監査品質に関する
報告書」において説明しています。 

指針
5-5

監査法人は、資本市場の参加者等
との意見交換から得た有益な情報や、 
本原則の適用の状況などの評価の
結果を、組織的な運営の改善に向
け活用すべきである。

対応済
p.12
資本市場
参加者との対話

指針 5-3 検証結果参照

監査法人のガバナンス・コードへの対応状況
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品質管理業務の人員数
品質管理部各グループにおける人数は以下のとおりです。品質管理部各グループおよび監査業務との兼務者の人数を含みます。

品質管理部 前期（2020年6月30日現在） 当期（2021年6月30日現在）

グループ パートナー・ 
ディレクター

（シニア） 
マネージャー

スーパーバイザー・ 
（シニア）スタッフ

パートナー・ 
ディレクター

（シニア） 
マネージャー

スーパーバイザー・ 
（シニア）スタッフ

クオリティレビュー 8 1 - 12 3 -

会計品質管理 4 2 2 3 4 1

監査品質管理 1 5 - 1 4 -

教育研修 1 1 - 1 1 -

リスク管理 3 1 1 4 2 -

コンプライアンス 1 2 - 2 2 -

合計 18 12 3 23 16 1

注：クオリティ・レビュー・グループは、審査担当者の人数を含みます。

監査に従事するパートナー・ディレクター／（シニア）マネージャー一人当たりのスタッフの比率
監査に従事するパートナー・ディレクター・（シニア）マネージャーとスーパーバイザー・（シニア）スタッフとの比率は以下のとおりです。

比率 前期（2020年6月30日現在） 当期（2021年6月30日現在）

パートナー・ディレクター：（シニア）マネージャー・スタッフ 1:3.6 1:3.6

（シニア）マネージャー：スタッフ 1:1.6 1:2.2

監査事務所の職位ごとの人員構成
パートナーおよび専門職員の職位ごとの人数・構成割合は以下のとおりです。

前期（2020年6月30日現在） 当期（2021年6月30日現在）

職位 人数 % 人数 %

パートナー・ディレクター 44 21.7 51 21.8

（シニア）マネージャー 61 30.1 58 24.8

スーパーバイザー・（シニア）スタッフ 97（6） 48.2 125（2） 53.4

合計 202 100.0 234 100.0

注：（　）は非常勤の公認会計士の人数。

監査業務従事者の退職率
退職率は監査業務従事者の年間の退職者数をそれぞれの期間の期首の人員数で除して算定しています。

前期（2019年7月1日～ 2020年6月30日） 当期（2020年7月1日～ 2021年6月30日）

退職率 6.0% 5.9%

一人当たり平均研修時間
パートナーおよび専門職員を対象とした年間研修の一人当たりの平均研修時間は以下のとおりです。

前期（2019年4月1日～ 2020年3月31日） 当期（2020年4月1日～ 2021年3月31日）

一人当たり平均研修時間 54.0時間 51.9時間
注1：期間は研修の履修義務期間である4月～3月としています。　注2：パートナーおよび専門職員の人員構成に合わせて、比較年度も含めて集計対象者を見直しました。

監査品質の指標 

日本公認会計士協会監査事務所情報開示検討プロジェクト

チームによって公表された「監査品質の指標（AQI）に関する

研究報告」において、上場会社の監査を担う監査事務所が監査

品質の向上に向けた取り組みを外部に公表する監査品質の指標

として、以下のような項目が挙げられています。外部監督機関

による検査等の結果については、外部機関による検査等の記載

をご参照ください。
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パートナー・ディレクター／（シニア）マネージャー・スーパーバイザー／（シニア）スタッフの年間平均執務時間
パートナー・ディレクター／（シニア）マネージャー・スーパーバイザー／（シニア）スタッフの年間平均執務時間は以下のとおりです。

前期（2019年7月1日～ 2020年6月30日） 当期（2020年7月1日～ 2021年6月30日）

パートナー・ディレクター 1,869時間 1,880時間

（シニア）マネージャー 1,768時間 1,651時間
スーパーバイザー・（シニア）スタッフ 1,701時間 1,648時間
注：執務時間は、監査業務従事者をもとに集計しており、監査業務、研修などの時間を含み、休暇や移動時間を含んでいません。

パートナーの海外勤務・留学経験者の割合
パートナーの海外勤務・留学経験者の割合は以下のとおりです。

前期（2020年6月30日現在） 当期（2021年6月30日現在）

海外勤務・留学経験者 31.0% 38.7%

研修のアンケート結果
研修アンケート結果（研修の満足度を5段階で評価した平均値）は以下のとおりです。

前期（2019年4月1日～ 2020年3月31日） 当期（2020年4月1日～ 2021年3月31日）

研修の満足度 4.8 4.9

注：期間は研修の履修義務期間である4月～3月としています。

独立性に関する検査
独立性の遵守状況は以下のとおりです。

前期（2020年6月30日現在） 当期（2021年6月30日現在）

年次確認手続回答率 100% 100%

認識された違反件数 2 3

注：違反件数には、PwCの内部ポリシー違反が含まれます。認識された全ての事項について適切な措置を実施し、違反状態が解消されたことを確認しています。

法人内部で実施した定期的検証の結果
法人内部で実施した定期的検証の結果は以下のとおりです。

前期（2019年7月1日～ 2020年6月30日） 当期（2020年7月1日～ 2021年6月30日）

定期的検証の対象となった業務数 12 11

パートナーのカバー率 60% 61%

検証結果
重要な指摘事項あり 0 2

重要な指摘事項なし 12 9

注：重要な指摘事項が識別された監査業務について再評価した結果、監査意見を修正すべきものはありませんでした。

監査業務従事者の異動状況
法人外への出向・転籍の人数は以下のとおりです。

前期  （2020年6月30日現在） 当期 （2021年6月30日現在）
日本公認会計士協会 - -

海外メンバーファーム 3名 3名
事業会社 2名 2名
その他 2名 3名

合計 7名 8名

監査品質の指標
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（株）アイスコ

アクサスホールディングス（株）

（株）アスタリスク

アズマハウス（株）

アミタホールディングス（株）

アライドアーキテクツ（株）

岩井コスモホールディングス（株）

（株）MTG

（株）Enjin

大阪油化工業（株）

（株）岡山製紙

沖縄セルラー電話（株）

（株）Kids Smile Holdings

（株）京写

（株）京進

京セラ（株）

京都機械工具（株）

（株）キング

（株）クラウディアホールディングス

（株）ケアサービス

（株）ケア21

KDDI（株）

三桜工業（株）

（株）サンマルクホールディングス

（株）CRI・ミドルウェア

（株）ジェイエスエス

（株）ジェイテクト

（株）ジェイテック

シライ電子工業（株）

（株）白鳩

（株）スペースバリューホールディングス

ソースネクスト（株）

（株）T.S.I

中外炉工業（株）

（株）ツクイスタッフ

データセクション（株）

（株）デコルテ・ホールディングス

（株）トーア紡コーポレーション

トーカロ（株）

TOWA（株）

日東精工（株）

日本セラミック（株）

日本電産（株）

任天堂（株）

（株）ハウスドゥ

（株）はるやまホールディングス

（株）ビーアンドピー

（株）ファルコホールディングス

ブティックス（株）

フューチャーベンチャーキャピタル（株）

（株）平和堂

モビルス（株）

（株）ユーザーローカル

幼児活動研究会（株）

（株）ラックランド

（株）リアルワールド

（株）レッグス

上場企業被監査会社（50音順）

（2021年 9月末現在）
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法人概要（2021年9月末現在）

人員数
パートナー ……………………………………… 33名
公認会計士 …………………………………… 89名
公認会計士試験合格者 …………………  47名
その他  ………………………………………… 195名
合　計 …………………………………………  364名

■ 上記人員数には以下の資格保有者がおります。

・公認情報システム監査人 …………………  26名
（試験合格者を含む）
・システム監査技術者 ……………………………5名
・米国公認会計士等 …………………………  31名
（試験合格者を含む）

関与会社数
会社法・金融商品取引法監査  ………… 57社
会社法監査 ………………………………… 105社
その他 ………………………………………… 195社
合　計 ………………………………………… 357社

所在地
⃝京都
〒600-8008

京都市下京区四条通烏丸東入ル
京都三井ビル7F

TEL 075-241-1901　FAX 075-241-1902

⃝東京
〒108-0023

東京都港区芝浦3-1-21

田町ステーションタワーS 13F

TEL 03-6400-5561　FAX 03-6400-5562


